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かかりつけ医のための

認知症マニュアル
公益社団法人 日本医師会　編／監修：西島英利
著：阿部康二　池田学　浦上克哉　江澤和彦　瀬戸裕司　武田章敬　渡辺憲

第２版

定価　本体1,000円＋税10％（税込1,100円）／Ｂ５判・136頁／2020年３月発刊
ISBN978-4-7894-1827-0 C3047 ¥1000E／商品№160461

「認知症施策推進大綱」をはじめとした我が国の認知症施策の新しい展開に対応！
●地域のかかりつけ医が，日常診療において認知症の方と家族に対応する際に参考とすべき点をまとめた書
籍です。患者の変化に気づくことで早期対応を行うためのポイントや，認知症の診断基準，専門医への紹介
や介護・福祉サービスとの連携を行う際の具体的な手続きなどをわかりやすくまとめています。
●2025年には認知症の方は約700万人に達すると予測され，認知症になっても住み慣れた地域で暮らせる
社会の実現をめざし，国を挙げて認知症対策が進められています。地域の医師にも，認知症患者に早期から対
応することが求められています。本書は研修等を受ける前の医師がはじめに読む入門書としても最適です。
●新オレンジプランや認知症施策推進大綱，認知症高齢者の運転免許に関する道路交通法の改正など，好評
を博した前回版の内容をアップデートするとともに新たなコンテンツを追加し，最新の認知症施策に対応
したより充実したマニュアルとなっています。

マンガでわかる

75歳からの運転免許
定価　本体1,500円＋税10％（税込1,650円）／Ｂ５判・180頁／2019年9月発刊
ISBN978-4-7894-0651-2 C2032 ¥1500E／商品№160652

高齢者の運転免許と認知機能検査のすべてがわかる
●巻頭に，わかりやすいマンガを掲載し，認知症高齢者の運転と免許に関する制度や，周囲の人たちの対応に
ついての内容もさらに詳しくなった最新版です。
●「道路交通法の一部を改正する法律」による，①臨時適性検査制度，②臨時認知機能検査制度，③臨時高齢
者講習制度についても詳しく解説しています。
●高齢者の方ご本人やご家族の方々のみならず，診断書作成に携わるかかりつけ医や，関わりの深い介護保険
事業者・地域包括支援センター，市町村等の高齢者の相談窓口の方が，知っておくべき情報をわかりやすく
まとめた関係者必携の一冊です。

IUUQT���JOGP�TIBIP�DP�KQ�JSZPV�

੍度ɾ࣮ にڧいɼ
ҩ ɾྍհޢの
ใఏڙαΠト

TEL.03-3252-7901　FAX.03-3252-7977
〒101-8522　東京都千代田区内神田 2-15-9 The Kanda 282

株式
会社 社会保険研究所　 社会保険研究所オンラインブックストア

https://shop.shaho.co. jp

介護保険・介護報酬_図書目録_32P_2110.indd   32-1 2021/10/08   13:06



サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
制
度
情
報

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
制
度
情
報

2 3ʵ�üü÷�ɻ

ୈ���ষç૯ଇ

ʵ�üüø�ɻ

๏ ø ʙ üͷ ù ï ø ߲ð

定めるところにより，介護保険に関する特別会計を保険
事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければな
らない。
ççç（อࣄݥ業צఆٴͼհޢサービスࣄ業צఆ）
〔則〕ୈ ø　保険事業勘定においては，保険料，分担金
及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金，支払基金
交付金，都道府県支出金，相互財政安定化事業交付金，
財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，市町村債並びに諸
収入をもってその歳入とし，総務費，保険給付費，財政
安定化基金拠出金，相互財政安定化事業負担金，地域支
援事業費，保健福祉事業費，基金積立金，公債費，予備
費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
ù　介護サービス事業勘定においては，サービス収入，分
担金及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金，都道
府県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，市町
村債並びに諸収入をもってその歳入とし，総務費，事業
費，施設整備費，基金積立金，公債費，予備費及び諸支
出金その他の諸費をもってその歳出とする。

ççç（ࠃຽͷྗٴͼٛ務）
ୈ û　国民は，自ら要介護状態となることを予防するた
め，加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康
の保持増進に努めるとともに，要介護状態となった場合
においても，進んでリハビリテーションその他の適切な
保健医療サービス及び福祉サービスを利用することによ
り，その有する能力の維持向上に努めるものとする。
ù　国民は，共同連帯の理念に基づき，介護保険事業に要
する費用を公平に負担するものとする。
ççç（ٴࠃͼํެஂڞମͷ責務）
ୈ ü　国は，介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行わ
れるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する
体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講
じなければならない。
ù　都道府県は，介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行
われるように，必要な助言及び適切な援助をしなければ
ならない。
ú　国及び地方公共団体は，被保険者が，可能な限り，住
み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう，保険給付に係る保健医療サー
ビス及び福祉サービスに関する施策，要介護状態等とな
ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防
止のための施策並びに地域における自立した日常生活の
支援のための施策を，医療及び居住に関する施策との有
機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなけれ
ばならない。
û 国及び地方公共団体は，前項の規定により同項に掲げ
る施策を包括的に推進するに当たっては，障害者その他
の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努
めなければならない。
ççç（ೝにؔ͢Δࡦࢪͷ૯߹的なਪਐ）
ୈ üͷ ù 国及び地方公共団体は，認知症（脳血管疾
患，アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的
な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機
能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同
じ。）に対する国民の関心及び理解を深め，認知症であ
る者への支援が適切に行われるよう，認知症に関する知

ççç（的）
ୈ ø　この法律は，加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病等により要介護状態となり，入浴，排せつ，
食事等の介護，機能訓練並びに看護及び療養上の管理そ
の他の医療を要する者等について，これらの者が尊厳を
保持し，その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう，必要な保健医療サービス及び福祉
サービスに係る給付を行うため，国民の共同連帯の理念
に基づき介護保険制度を設け，その行う保険給付等に関
して必要な事項を定め，もって国民の保健医療の向上及
び福祉の増進を図ることを目的とする。
（հޢอݥ）

ୈ ù　介護保険は，被保険者の要介護状態又は要支援状
態（以下「要介護状態等」という。）に関し，必要な保
険給付を行うものとする。
ù　前項の保険給付は，要介護状態等の軽減又は悪化の防
止に資するよう行われるとともに，医療との連携に十分
配慮して行われなければならない。
ú　第 1項の保険給付は，被保険者の心身の状況，その置
かれている環境等に応じて，被保険者の選択に基づき，
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事
業者又は施設から，総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して行われなければならない。
û　第 1項の保険給付の内容及び水準は，被保険者が要介
護状態となった場合においても，可能な限り，その居宅
において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように配慮されなければならない。

ççç（อݥ者）
ୈ ú　市町村及び特別区は，この法律の定めるところに
より，介護保険を行うものとする。
ù　市町村及び特別区は，介護保険に関する収入及び支出
について，政令で定めるところにより，特別会計を設け
なければならない。

ççç（ಛผձܭͷצఆ）
〔令〕ୈ ø　介護保険法（以下「法」という。）第115条
の49に規定する事業として指定居宅サービス（法第41条
第 1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同
じ。），指定地域密着型サービス（法第42条の 2第 1項に
規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。），
指定居宅介護支援（法第46条第 1項に規定する指定居宅
介護支援をいう。以下同じ。），指定介護予防サービス
（法第53条第 1項に規定する指定介護予防サービスをい
う。以下同じ。），指定地域密着型介護予防サービス（法
第54条の 2第 1項に規定する指定地域密着型介護予防
サービスをいう。以下同じ。）及び指定介護予防支援
（法第58条第 1項に規定する指定介護予防支援をいう。
以下同じ。）の事業並びに介護保険施設の運営を行う市
町村（特別区を含む。以下同じ。）は，厚生労働省令で

介護保険法
第 1章　総則
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հޢ保険੍ͷશମ૾ʢ֓ཁʣ
保険ऀ
ˠù÷ท

域的औ）ொଜࢢ
Έも行われる）

サービスの必要ྔとڙ給ྔ等にؔするհޢ保ݥ事業計画を ú
 øظとしてࡦఆし基൫උ

ඃ保険ऀ
ˠûÿท
保険ྉ
ˠûüúทʗûþĀท

ୈ ø߸ඃ保ݥ者
ʹýüࡀҎ্のॅຽ

ྉをෛ୲ʗۚからのݥொଜがఆめる所ಘஈ֊ผのఆֹ保ࢢ
ಛผऩ（ఱҾき）またはࢢொଜのී௨ऩ

ୈ ù߸ඃ保ݥ者
ʹû÷ࡀҎ্ýüࡀະຬ
のҩྍ保ݥ加ೖ者

શࠃฏۉの ø人たりෛ୲ֹにもとづき（ඃ༻者保ݥではใ
ुֹも加ຯして）ҩྍ保ݥでఆめるֹʗҩྍ保ݥの保ݥྉと
一ׅしてऩ

ཁհޢೝఆ
ˠüĀท

հޢサービスをうけるためには，ࢢொଜにਃして要հޢೝఆをうけることが必
要（ୈ ù߸ඃ保ݥ者は，ಛఆ࣬病がݪҼの場合に限りೝఆ）ʗ要支援ೝఆは要支
援 ø・ ù，要հޢೝఆは要հޢ øʙ ü

保険څ հޢ給付
（要հޢ者）
ˠøøøทʗøú÷ท

支ޢサービスʗհܕサービス・地域ີணډ
援ઐһのέΞϚωδϝϯτにもとづ͘ར༻
（支援ޢհډ）

ར༻者ෛ୲は
ଇݪ øׂʴࢪ
ઃïظೖ所ð
での৯අ・ډ
ॅඅïࡏඅð
ʗෛ୲্限を
えたࣗݾෛ
୲はいし

支援ઐһがέΞޢઃのհࢪઃサービスʗࢪ
Ϛωδϝϯτ

༧給付
（要支援者）
ˠøúýท

հޢ༧サービス・地域ີணܕհޢ༧サー
ビスʗ地域แׅ支援ηϯλーのհޢ༧έΞ
Ϛωδϝϯτにもとづ͘ར༻（հޢ༧支援）

Ҭࢧԉۀࣄ
ˠûĀùท

հޢ༧・日常生活
支援総合事業（総合
事業）

ᶃհޢ༧・生活支援サービス事業（๚ܕサービスʗ௨所ܕ
サービスʗ生活支援サービスʗհޢ༧支援事業），ᶄ一ൠհ
事業ʗ地域ൃܒ༧ී及ޢ༧Ѳ事業ʗհޢ༧事業（հޢ
հޢ༧活ಈ支援事業ʗ一ൠհޢ༧事業ධՁ事業ʗ地域Ϧϋ
ビϦςーγϣϯ活ಈ支援事業）

แׅ的支援事業 ᶃ地域แׅ支援ηϯλーのӡ営（հޢ༧έΞϚωδϝϯτʗ
総合相ஊ支援業ʗ権ར༴ޢ業ʗέΞϚωδϝϯτ支援ʗ地
域έΞ会ٞのॆ実），ᶄࡏҩྍ・հޢ࿈ܞのਪ進，ᶅೝ知ࢪ
のਪ進，ᶆ生活支援サービスの体制උࡦ

ҙ事業 ᶃհޢ給付අదਖ਼Խ事業，ᶄՈհޢ支援事業，ᶅその他
αʔϏスఏऀڙ
ˠ�øþĀทʗùĀùท
ʗúýÿท

サービスޢのհࡏ ᶃډサービス事業者，ᶄ地域ີணܕサービス事業者，ᶅډ
հޢ支援事業者

հޢ保ࢪݥઃ հޢ人福祉ࢪઃ（ಛผཆޢ人ϗーϜ），հޢ人保݈ࢪ
ઃ，հޢҩྍӃ，հྍޢཆܕҩྍࢪઃ（ҩྍ機ؔのྍཆ病চ
等）

հޢ༧サービス ᶃհޢ༧サービス事業者，ᶄ地域ີணܕհޢ༧サービス
事業者，ᶅհޢ༧支援事業者

අ༻ෛ୲
ʢར༻ऀෛ୲Λ
আ͘ʣ
ˠûûýท

保ݥྉ
（給付අのü÷ˋ）

ୈ ø߸ඃ保ݥ者の保ݥྉʹùúˋ
հޢ給付අަ付ۚʹùþˋ（ୈ ù߸ඃ保ݥ者の保ݥྉ相）

ެඅෛ୲
（給付අのü÷ˋ）

ùüˋ（ఆෛ୲ù÷ˋ，ௐަ付ۚʹࠃ üˋ）
ಓࢢ・ݝொଜʹ֤øù�üˋ
ઃのࢪઃ・ಛఆࢪݥ保ޢఆのհࢦݝઃ等給付අ（ಓࢪ�˞
අ༻）はࠃʹù÷ˋ，ಓݝøþ�üˋ，ࢢொଜøù�üˋ

ொଜͷӡӦࢢ
Λࢧ�ԉ͢Δମ੍
ʢࠃɾಓݝ
Ҏ֎ʣ

ˠûþĀท
հޢ給付අೲ付ۚ（ୈ ù߸ඃ保ݥ者の保ݥྉ）のೲ付ʗ݈
શ・ԁな事業ӡ営のྗڠ

ۚ保ݥ者ˠûýûท ୈ ø߸ඃ保ݥ者の保ݥྉのۚからのఱҾき・ೲೖ

合会ˠûùÿท
հޢ給付අの৹ࠪ・支事ʗۤॲ理業ʗ保ݥ者事共
ಉॲ理等

基ۚˠûÿùท
ҩྍ保ݥ者からのհޢ給付අೲ付ۚのऩʗࢢொଜのհޢ
給付අަ付ۚのަ付

保ݥྉ（ݸ別ऩ）

保ݥྉ（年ۚఱҾき）

保ݥྉ（医療保ݥྉと一ׅऩ）

地域支援事業を含む
サービス提供体制に
ついての計画（３年
を１期にࡦ定）

保ݥྉ　50ˋ
ެ費　　50ˋ
（市町村12.5ˋ，国・
都道府県で計37.5ˋ）
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ʲ৹査・支機能ʳհ護給付費等৹査ҕһ会 հ護給付費のٻ
৹査・支
調査・指導・助言

৹査・支事務のҕୗ

ʲΦンϒζϚン機能ʳհ護サービスۤ情ॲ理ҕһ
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ۚ保険ऀ
ʢຊۚߏػʣ

ཁհޢೝఆ

Ҭࢧԉۀࣄ

༧څ

ఆࢦͷऀۀࣄ

˓認定調査の実施
（ॳճは市町村）
˓հ護認定৹査会の
ೋ࣍定ˠ認定

հ護༧防・日常生
活支援総合事業，
แׅ的支援事業，
意事業

˓地域密ணܕやհ護
༧防支援，հ護༧防・
生活支援サービス事
業の指定等
˓事業者の立ೖ等

地Ҭแׅ
支援ηϯλー

サービスఏڙ者

հ護༧防支援事業所
（市町村の指定）

地域密ணܕհ護༧防
サービス事業者

その他，地域の多༷な
ओ体（地域支援事業）

հ護༧防
サービス事業者

հڅޢ

地域密ணܕ
サービス事業者

サービス事業者ډ

հ護支援事業者ډ

հڅޢ
հ護保ݥ施ઃ

հ護༧防
έアϚωδϝント

แׅ的・ܧ続的
έアϚωδϝント

地域έア会ٞの։࠵

虐待防止等権利擁護

地域支援の総合相談

ҩྍ保険ऀ

社会保険ྍ
ใुࢧۚج

հޢ保険ಛผ会ܭ

հޢ保険ܭۀࣄը

ᶗ հޢอݥとࢢொଜのׂ
հޢอݥͷత
ொଜΛத৺ͱͨ͠औΈࢢ
αʔϏεఏڙମ੍ͷඋ

ᶘ ඃอݥ者とཁհޢ認ఆ
ඃอऀݥ　ཁհޢ・ཁࢧԉͷೝ定　ෆਃཱͯ

ᶙ อڅݥのし͘Έ
څ　༧څޢઃͷհࢪ　څޢͷհࡏ
αʔϏεඅࢉ߹医ྍֹߴ　αʔϏεඅֹߴ
ಛ定ೖॴऀհޢαʔϏεඅ（ิڅ）
ݶ੍څ

ᶚ αʔϏεۀࣄ者と施ઃ
հࢧޢԉઐһ　ډαʔϏε
ҬີணܕαʔϏε　ډհࢧޢԉ
հޢ༧ࢧԉ　հޢอࢪݥઃ
հޢใुͷࢉ定ͱٻ　αʔϏεͷ࣭ͷ上

ᶛ අ༻ෛ୲のし͘Έ
第 ߸̍อݥྉ　ࡒ҆定ͷͨΊͷۀࣄ
医ྍอऀݥͷೲ （ۚ第２߸อݥྉ）

ᶜ Ҭࢧԉۀࣄ
૯߹ۀࣄ（αʔϏεۀࣄ・հޢ༧έΞϚωδ
ϝϯτ・Ұൠհޢ༧ۀࣄ）
แׅతࢧԉۀࣄ　ҙۀࣄ

本ॻͷߏ（༧定）

◯ղઆฤͰɼ法令・資料にとͮいͯɼ介護保険の༰をஸೡにղઆしͯ いますɻ図දを๛にࡌܝする͜と
によりɼཧղしすいߏ成になっͯ いますɻ

◯法令ฤɼ介護保険法をࠨཝにɼ関係するن定（施ߦ令・施نߦଇ等）をӈཝにஔしɼ体ܥ的に整ཧ͞Ε
た総ཡとしͯ まとめͯいますɻ令和３年̐月改正Օ所等をԼઢ等Ͱ໌ࣔしͯ いますɻ

ᶗ հޢอݥ๏૯ཡ（հ護保ݥ法と施行ྩ等の ・ྩ施行規則等のল （の2ஈ表ࣔࠂྩ・

ᶘ ͦのଞのؔ๏ ɾྩ௨知

ղઆฤ

๏ྩฤ

介護保険๏をࠨཝʹɼؔ
ʹるলྩをӈཝ͢
ஔ͠ɼମܥతʹཧ

法ྩ編

ղઆ編

Ҭڞੜࣾձの࣮ݱをࢦすྩ̏վਖ਼
վਖ਼ޙのհޢอ੍ݥをཧղしܾるための「わかΓすい」͑ߟ ఆ൛！

●介護保険は，高齢者の介護を社会શ体で支͑͋うしくみです。どのような人が，どのような手続をܦて，ど
のようなサービスをうけられるのか，ͦ してͦのඅ༻はどのようにまかなわれ，どのように制度が運Ӧされ
るのかについて，全体૾をݟ௨しつつ，ৄ 。にղઆしていますࡉ
●法ྩฤでは，解説ฤでදࣔした介護保険法などのจや関係するنఆを参রすることができますので，解
説のࠜڌとより詳ࡉな情報がಘられます。法ྩを参রされたい߹は，ᶃղઆฤʴ法ྩฤをお求めくͩさ
い。

հޢอ੍ݥのղઆ
ྩ和３年版

定価　本ମ5,000円ʴ税（税込5,500円）

Ｂ５判・1,300頁
ISBN978-4-7894-2520-9 C2032 ¥5000E

商品NP�700120

ᶄղઆ編ͷΈ
（法ྩ編ͳ͠ ）

定価　本ମ�,�00円ʴ税（税込3,520円）

Ｂ５判・560頁
ISBN978-4-7894-2510-0 C2032 ¥3200E

商品NP�700110

ᶃղઆ編ʴ法ྩ編

改訂
新版

介護保険ɼࢢொଜをӡӦओମʢ保険ऀʣͱͯ͠ɼެ ɾؔػͷ͞·͟·ͳࢲ
৫Ͱ͑ࢧ߹͏ࣾձతͳ制度Ͱ͢ɻ
ຊॻɼ制度શମを၆ᛌ͠ͳ͕らɼͦΕͧΕͷׂをਤ൛ަ͑ͳ͕ら
ΘかΓ͘͢解説͍ͯ͠·͢ɻ

ொଜͷӡӦࢢ ҩྍ保ݥ者

ʢࠃɾಓݝʢࠃɾಓݝ ۚ保ݥ者ˠûýûท
体࿈ஂݥ保߁ຽ݈ࠃ
合会ˠûùÿท

基ۚˠûÿùท
社会保ݥྍใु支

ඃ保険 ʢऀཁհऀޢɾཁࢧԉऀʣ

ۚ保険ऀ
ʢຊۚߏػʣ

ࢢ
ொ
ଜ
ớ
อ
ݥ
ऀ
Ờ

保険ஂମ࿈߹会߁ຽ݈ࠃ

ҩྍ保険ऀ

社会保険ྍ
ใुࢧۚج

地Ҭแׅ
支援ηϯλー

サービスఏڙ者

介護保険・介護報酬_図書目録_32P_2110.indd   2-3 2021/10/08   13:06



サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
制
度
情
報

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
制
度
情
報

4 5

ᶗ հޢอࡒݥ
ᾇհޢอ੍ݥ
ᾈհޢอݥͷࡒߏ
ᾉ公අෛ୲
ᾊࡒ҆定Խۚج
ᾋҬࢧԉۀࣄ
ᾌอऀݥɼඃอऀݥ
ᾍอڅݥ

ᶘ ୈ ߸̍ඃอݥ者のอݥྉ
ᾇอݥྉͷઃ定
ᾈอݥྉͷࢉ定ํ法
ᾉհޢอۀࣄݥ（ࢧԉ）ܭը
ᾊ̕ஈ֊ઃ定
ᾋࢢொଜຽ税
ᾌอݥྉઃ定ͷྗԽ
ᾍ公අʹΑΔॴಘऀͷอݥྉܰڧݮԽ

ᶚ ҩྍอݥ者のհڅޢඅɾҬࢧԉࢧۀࣄԉೲ
ۚとୈ̎߸ඃอݥ者のอݥྉ

ᶙ อݥྉのො՝ɾऩ
ᾇො՝ظ日ɼ月ׂො՝
ᾈ定ො՝ɼٴො՝
ᾉಛผऩ
ᾊී௨ऩ
ᾋอݥྉͷऩ༛༧ɼݮ໔
ᾌํ税法ͷ४༻
ᾍಜଅɼೲॲ
ᾎೲऀʹର͢Δอڅݥͷ੍ݶ
ᾏޮ࣌

本ॻͷߏ（༧定）

Ҿࡧ̋

制度ઃܭͷํ͑ߟ
を࠙ஸೡʹ解説

࣮ͷݱʹ݁
͢る๏ྩ্ͷنఆ
をৄࡉʹ解説

ਤදを༻͍ෳ
ͳ͘͠Έをࡶ
ΘかΓ͘͢
දࣔ

࣮にݚमにཱͭɼີ の高いҰɹࢢொଜ୲者ඞܞͰす！

●保険ྉと介護保険ࡒをத৺として，介護保険における保ݥ者ࣄについͯৄしくղઆした実書です。
事ྫや運༻をできるݶりهड़する一方，介護保険制度の基本的な考͑方も説໌しています。
●解説には法ྩ上のࠜڌをࣔしていますので，知ࣝのཧ等にもཱちます。
し・充実ݟけたྩ̎վਖ਼法による制度վਖ਼に͋わせて，内容のੜ社会の実現にڞ版では，地域ࠓ●
をਤっています。

定価　本ମ�,�00円ʴ税（税込2,640円）

5̖判・300頁
ISBN978-4-7894-7021-6 C2032 ¥2400E

ྩ和３年版

商品NP�700046

อݥྉͱհޢอࡒݥ

հޢอݥの࣮
改訂
新版
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ඞཁͳใをݟ開͖ͰஔɼҰཡੑに༏Εたఆຊ
ྩ݄̏̐ใुվఆޙのશ༰をఏࣔ

ᶗ 者のαʔϏεޢのཁհࡏ
ᾇډαʔϏε
ᾈҬີணܕαʔϏε
ᾉډհࢧޢԉ

ᶘ ཁհޢ者の施ઃαʔϏε
ᾇհޢ人ࢪࢱઃ
ᾈհޢ人อ݈ࢪઃ
ᾉհྍޢཆܕ医ྍࢪઃ
ᾊհޢ医ྍӃ

ᶙ ཁࢧԉ者のαʔϏε
ᾇհޢ༧αʔϏε
ᾈҬີணܕհޢ༧αʔϏε
ᾉհޢ༧ࢧԉ

˙հޢใुのࢉఆߏҰཡ
ᶃࢦ定ډαʔϏε・ࢦ定հޢ༧αʔϏε
ᶄࢦ定ҬີணܕαʔϏε・
༧αʔϏεޢհܕ定Ҭີணࢦ　
ᶅࢦ定ډհࢧޢԉ・ࢦ定հޢ༧ࢧԉ
ᶆࢦ定ࢪઃαʔϏε

本ॻͷߏ

ᶛɹ૯߹ۀࣄʢୈ ߸̍๚ۀࣄɾୈ ߸̍௨ॴۀࣄɾୈ ߸̍հޢ༧ࢧԉۀࣄʣؔ ࿈

ɹߪ۩༺ࢱೖඅɾॅ վमඅ

Ҿࡧ˙

ᶚɹվਖ਼ࣔࠂෟଇʢܦաાஔʣ

本ॻͷத৺ͱͳΔ部Ͱ ɻ͢
˓֤サービスの介護報酬に関しͯɼ୯Ґදࣔࠂʵ関係ࠂ
ࣔʵཹҙ事߲௨知を３ஈߏ成Ͱఏࣔɻ実に立つ報
をまとめͯいますɻ

˓サービスผにɼ基本部の߲とによるՃࢉݮ・ࢉの
߲の関係を一ཡͰ整ཧしͯ いますɻ
˓֤サービスの基本߲͕Ͳのよ͏に۠͞Εͯいるかɼ
によるՃࢉݮ・ࢉにͲのよ͏な߲͕͋りɼͲのよ͏に適
用͞Εるのかを確認するのにศ利Ͱすɻ

●հޢใुのࢉ定にؔするใをཏしています。「ࢉఆ基準ࠂ ʢࣔ୯Ґදʣ」と，ࢉఆཁ݅をఆめたいわ
Ώる「関係ࣔࠂ」の内容，ͦして「ཹҙ事߲通知」をݟ։͖̏段でࢉ，ࡌܝఆできる୯ҐはもちΖΜ，ࢉ
ఆཁ݅などのポイントも໌շに知ることができます。
●̏ஈߏ成部は̎৭りでݟやすさ・いやすさにఆ評が͋ります。
●介護保険の事業者，施ઃでの介護報ुのࢉఆŋ求やサービスܭը作成におけるڅཧ業にඞܞのॻ
です。

հޢใुのղऍ
⬟୯Ґදฤ
定価　本ମ�,�00円ʴ税（税込5,390円）

Ｂ５判・1,632頁
ISBN978-4-7894-0501-0 C3047 ¥4900E

商品NP�110425

ྩ和３年 月̐版

ࣔࠂ४جఆࢉ
ʢ୯Ґදʣ ཹҙ߲ࣄ௨

ྩ݄̏̐վఆՕॴを
ԼઢͰදࣔ

介護ใुվఆ࣌ͷ৽߲ࣄنを
͜ͷΑ͏ʹ໌ࣔؔࣔࠂ

ʹయݪ΅΄ͷ༰をࣔࠂؔ
ͷݱʢ๏ྩಛ༗ͷදࡌهͯͬͦ
Έをলུɻ্࣮ݪయͲ͓
Γͱ͑ߟらΕる༰をࡌهʣ

ଞͷαʔϏεͷنఆを४༻͢る߹
ͳͲɼഁઢғΈͰࡌܝɻʤɹʥͰಡ
Έସ͑ͷྫͳͲを͍ࣔͯ͠·͢ɻ
ʢ͜ͷ΄かɼฤࢀরϖʔδͳͲ
をʤ ʥͰ໌͍ͯ͠ه·͢ʣ

̧̏
ใु改ఆ
ରԠ

୯Ґදͷதʹͳ͍ج४
ཁ݅ʢؔࣔࠂʣをࣔ͢
จষΞϛか͚Ͱද͠هɼ
ͨ·ͷ༰をӈཝࣔࠂؔ
ۙʹࡌܝ

介護保険・介護報酬_図書目録_32P_2110.indd   6-7 2021/10/08   13:06



介
護
報
酬
の
解
釈

介
護
報
酬
の
解
釈

8 9

ຊॻج௨知をूした४とؔجఆࢦ
ྫ੍ఆۀࣄॴɾ施ઃ運ӦのҰॿに
●介護報ुのࢉఆの前ఏとなる事業者・施ઃの「ࢦ定ج४」について，国がൃग़したলྩ・௨をཏ。֤
サービスについて，「サービスఏڙの基本方」「人һ基準」「施ઃŋઃඋ基準」「運Ӧ基準」を掲載。ࢦ定
४の֤จにղऍ௨をஔج� ଞサービスからの準༻نఆを読みସ͑たう͑で掲載するなど，実本Ґ
にฤूしています。
ࠂについての関係ڙผサービスఏݸ● ・ࣔ通知もซ載しています。
ै，体のྫ制ఆにཱつよう࣏ࣗ● う͖ج४やඪ४とする国のج४をわかりやすくࣔしています。
●ྩ̏年度介護報ु改ఆでは，ײછ症対策のڧ化，業ܧ続にけたऔりみのڧ化，ϋラスϝント対策
のڧ化，会ٞやଟ৬छ連携における*$5の׆༻，高齢者ٮࢭの推進，-*'&情報のऩ "と1%$༺׆ू・
サイΫルの推進などに対応し，基準が改正されました。

ᶘ 施ઃαʔϏεのج४
ᾇհޢ人ࢪࢱઃ
ᾈհޢ人อ݈ࢪઃ
ᾉհྍޢཆܕ医ྍࢪઃ
ᾊհޢ医ྍӃ

ᶙ հޢ༧αʔϏεのج४
ᾇհޢ༧αʔϏε
ᾈҬີணܕհޢ༧αʔϏε
ᾉհޢ༧ࢧԉ
　૯߹ۀࣄͷαʔϏε

ᶚ ࠂ४ؔجఆࢦ ɾࣔ௨知

ᶗ ४جαʔϏεのډ
ᾇډαʔϏε
ᾈҬີணܕαʔϏε
ᾉډհࢧޢԉ

本ॻͷߏ

ᶛ αʔϏεۀࣄॴؔ࿈ᴷͦのଞのओͳ௨知

による基४省令ɼӈཝにそのղऍ௨知（生࿑ಇ省ް）ࠃཝにࠨ˓
を対রͤͯ͞ஔする͜とによりɼ߲ ͝とのن定༰を໌շ
にࣔしͯ いますɻ
˓他のサービスのن定を४用する͕ࢫ定めΒΕͯいる߲ɼ所
要のಡସ͑をߦった͏͑Ͱ४用元のจ・ن定をܝ࠶しɼ実্
のศを図っͯ いますɻ
˓֤߲についͯɼ基४の自࣏体への例ҕにࡍしɼࠃの基४
͕①ʮै͏͖߲ʯɼ②ʮඪ४とする߲ʯͰ͋るのにそ
ΕͧΕه߸を付し（③ʮ参ऌす͖߲ʯແҹ）ɼ۠ ผ͕つ͘
よ͏になっͯ いますɻ
˓基४に関連するࠂ ・ࣔ௨知等の͏ͪɼݸผサービスにݻ༗な
のɼサービスのඌにࡌܝしͯ いますɻ

˓基४に関連するࠂ ・ࣔ௨知等の͏ͪɼෳのサービスに関係す
るのをまとめͯいますɻ

ఆの͋Β·しʢղઆʣࢦॴɾ施ઃのۀࣄ˙ ˓指定等のし͘Έのϙイントを؆୯にまとめͯいますɻ

˙հޢใुվఆとࢦఆج४のվਖ਼ʢߟࢀʣ ˓令和３年度の基४改正のϙイントをදにまとめͯいますɻ

հޢใुのղऍ
४ฤجఆࢦ⬡
定価　本ମ�,500円ʴ税（税込4,950円）

Ｂ５判・1,584頁
ISBN978-4-7894-0502-7 C3047 ¥4500E

商品NP�110426

ྩ和３年4月版

ʵ�����ʵ

ᶗô�⬟ډαʔϏス

されなけれならないこととしたもので͋る。
　�　なお，௨所հޢ計画を࡞ޙにډサービス計
画が࡞された場合は，֘௨所հޢ計画がډ
サービス計画にԊったもので͋るか確ೝし，必要
にԠ͡てมߋするものとする。

ᶆ�　௨所հޢ計画はར༻者の心身のঢ়ر，گ及び
そのஔかれているڥを౿まえて࡞されなけれ
ならないもので͋り，サービス༰等のར༻
者のҙのөの機会を保障するため，ࢦఆ௨所
հޢ事業所の理者は，௨所հޢ計画の࡞に
たっては，その༰等をઆ໌した্でར༻者のಉ
ҙをಘなけれならず，また，֘௨所հޢ計画
をར༻者にަ付しなけれならない。

　�　なお，ަ付した௨所հޢ計画は，ډ基४ୈ
���の̐ୈ߲̎のنఆに基づき，̎ؒ保ଘし
なけれならない。

ᶇ�　௨所հޢ計画の目ඪ及び༰については，ར༻
者ຢはՈにઆ໌を行うとともに，その実ࢪঢ়گ
ධՁについてもઆ໌を行うものとする。

ᶈ�　ډサービス計画に基づきサービスをఏڙして
いるࢦఆ௨所հޢ事業者については，ୈ３のҰ
ʤ๚հޢʥの３のᾔのᶈを४༻する。この場合
において，ʮ๚հޢ計画ʯと͋るのはʮ௨所հ
。計画ʯとಡΈସえるޢ

ୈ３のҰの３のᾔのᶈより
支援等の事業の人һ及びӡ営にؔޢհډఆࢦ　�　
する基४（ฏ��ް生লྩୈ��߸）ୈ��ୈ
ेೋ߸において，ʮհޢ支援ઐһは，ډサー
ビス計画にҐஔ付けたࢦఆډサービス事業者等
に対して，ࢦఆډサービス等基४においてҐஔ
付けられている計画のఏग़をٻめるものとするʯ
とنఆしていることを౿まえ，ډサービス計画
に基づきサービスをఏڙしているࢦఆ௨所հޢ事
業者は，֘ډサービス計画を࡞しているࢦ
ఆډհޢ支援事業者から๚௨所計画のఏڙの
すڙ計画をఏޢには，֘௨所հࡍめが͋ったٻ
ることにྗڠするようめるものとする。

ᾕɹར༻者にؔ͢Δࢢொଜͷ௨ɹˑ一
基४ୈ��は，ِりその他ෆਖ਼な行ҝによっډ　
て保ݥ給付を受けた者及びࣗݾのނҙの൜ࡑ行ҝຢ
は重େなաࣦ等により，要հޢঢ়ଶຢはそのݪҼと
なった事ނを生͡さͤるなどした者については，ࢢ
ொଜが，法ୈ��ୈ߲̍に基づ͘طに支った保ݥ
給付のऩຢは法ୈ��に基づ͘保ݥ給付の制限を
行うことができることにؑΈ，ࢦఆ௨所հޢ事業者
が，そのར༻者にؔし，保ݥ給付のదਖ਼Խの観か
らࢢொଜに௨知しなけれならない事༝をྻهした
もので͋る。

ᾖɹ࣌ٸۓͷରԠɹˑ一
ఆ௨ࢦ業者が現にैޢ基४ୈ��は，௨所հډ　
所հޢのఏڙを行っているときにར༻者に病ঢ়のٸ

けれならない。
計画ޢ事業所の理者は，௨所հޢఆ௨所հࢦ　̐
を࡞したࡍには，֘௨所հޢ計画をར༻者に
ަ付しなけれならない。

̑　௨所հैޢ業者は，それͧれのར༻者につい
て，௨所հޢ計画にैったサービスの実ࢪঢ়گ及
び目ඪのୡঢ়گのهを行う。

ୈ�� をޢఆ௨所հࢦ，事業者はޢఆ௨所հࢦ
受けているར༻者が次の֤߸のいずれかに֘す
る場合は，な͘，ҙݟを付してそのࢫをࢢொ
ଜに௨知しなけれならない。

　一�　ਖ਼な理༝なしにࢦఆ௨所հޢのར༻にؔす
るࣔࢦにैわないことにより，要հޢঢ়ଶのఔ
度を増進さͤたとೝめられるとき。

　ೋ�　ِりその他ෆਖ਼な行ҝによって保ݥ給付を受
け，ຢは受けようとしたとき。

ୈ�� ௨所հैޢ業者は，現にࢦఆ௨所հޢの
ఏڙを行っているときにར༻者に病ঢ়のٸมが生

ར༻ऀʹؔ͢Δࢢொଜͷ௨
（ˑ基४ୈ���）

ͷରԠ（ˑ基४ୈ���）࣌ٸۓ

ʵ�����ʵ
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มが生͡た場合その他必要な場合は，ӡ営نఔにఆ
められた࣌ٸۓの対Ԡํ法に基づきかにओ࣏の
ҩࢣ（ҎԼʮओ࣏ҩʯという。）の࿈བྷを行う等
の必要なાஔを͡ߨなけれならないこととしたも
ので͋る。

ᾊɹ管理者ͷ責務ɹˑೋ
事業所の理者ޢఆ௨所հࢦ，基४ୈ��はډ　
のを，ࢦఆ௨所հޢ事業所のै業者の理及び
るௐ，業の実Έにࠐのར༻のਃޢఆ௨所հࢦ
的に行うとともݩのѲその他の理を一گঢ়ࢪ
に，֘ࢦఆ௨所հޢ事業所のै業者にډ基४の
ୈ̓ষୈ̐અのنఆを९कさͤるため必要な໋شࢦ
ྩを行うこととしたもので͋る。

ᾊɹӡӦنఔ
の事業のదਖ਼ޢఆ௨所հࢦ，基४ୈ���はډ　
なӡ営及びར༻者に対するద切なࢦఆ௨所հޢのఏ
を確保するため，ಉୈ一߸からୈे一߸までにڙ
ఆ௨ࢦఔをఆめることをنげる事߲を༰とするܝ
所հޢ事業所͝とにٛづけたもので͋るが，ಛに
次のにཹҙするものとする。
ᶃ　営業日ٴͼ営業࣌間（ୈࡾ߸）
するࡌهをؒ࣌の営業日及び営業ޢఆ௨所հࢦ　�　
こと。

　�　なお，̔ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬの指定௨所հޢの
લޙに࿈ଓしてԆサービスを行うࢦఆ௨所հޢ
事業所に͋っては，サービスఏؒ࣌ڙとはผに
֘Ԇサービスを行うؒ࣌をӡ営نఔに໌هする
こと（ډ基४ୈ���ୈࡾ߸についてもಉझࢫ）。

　�　ྫえ，ఏؒ࣌ڙଳ（ؒ࣌̕）のલに࿈ଓして
のԆؒ࣌合計̏，ؒ࣌に࿈ଓして̎ޙ，ؒ࣌̍
サービスを行うࢦఆ௨所հޢ事業所に͋っては，
֘ࢦఆ௨所հޢ事業所の営業ؒ࣌はؒ࣌��で͋
るが，ӡ営نఔには，ఏؒ࣌ڙଳؒ࣌̕，Ԇサ
ービスを行うؒ࣌̏ؒ࣌とそれͧれࡌهするもの
とすること（ډ基४ୈ���ୈࡾ߸のʮ営業日
及び営業ؒ࣌ʯについてもಉझࢫ）。

ᶄ　指定通所հ護の利用定һ（ୈ࢛߸）
　�　ར༻ఆһとは，֘ࢦఆ௨所հޢ事業所におい
てಉ࣌にࢦఆ௨所հޢのఏڙを受けることができ
るར༻者のの্限をいうもので͋ること（ډ
基४ୈ���ୈ࢛߸のʮࢦఆ௨所ϦϋビϦςーγ
ϣϯのར༻ఆһʯについてもಉझࢫ）。

ᶅ�　指定通所հ護の内༰ٴͼ利用ྉその他の費用の
ֹ（ୈޒ߸）

　�　ʮࢦఆ௨所հޢの༰ʯについては，ೖཋ，৯
事の有無等のサービスの༰をࢦすもので͋るこ
と（ډ基४ୈ���ୈޒ߸のʮࢦఆ௨所Ϧϋビ
Ϧςーγϣϯの༰ʯについてもಉझࢫ）。

ᶆ　サービス利用に当たってのཹ意事߲（ୈࣣ߸）
　�　ར༻者がࢦఆ௨所հޢのఏڙを受けるࡍに，ར
༻者ଆがཹҙすべき事߲（機能܇࿅ࣨをར༻する

͡た場合その他必要な場合は，かにओ࣏のҩ
なけれ͡ߨの࿈བྷを行う等の必要なાஔをࢣ
ならない。

ୈ�� ఆ௨ࢦ，事業所の理者はޢఆ௨所հࢦ
所հޢ事業所のै業者の理及びࢦఆ௨所հޢの
ར༻のਃࠐΈにるௐ，業の実ࢪঢ়گのѲ
その他の理を一ݩ的に行うものとする。

̎ ఆ௨所ࢦ事業所の理者は，֘ޢఆ௨所հࢦ
հޢ事業所のै業者にこのઅのنఆを९कさͤる
ため必要なྩ໋شࢦを行うものとする。

ୈ���　ࢦఆ௨所հޢ事業者は，ࢦఆ௨所հޢ事
業所͝とに，次にܝげる事業のӡ営についての重
要事߲にؔするنఔ（ҎԼこのষ（ୈ̑અを除
͘。）においてʮӡ営نఔʯという。）をఆめてお
かなけれならない。

　一　事業の目的及びӡ営のํ
　ೋ　ै業者の৬छ，һ及び৬の༰
ؒ࣌営業日及び営業　ࡾ　
のར༻ఆһޢఆ௨所հࢦ　࢛　
༺の༰及びར༻ྉその他のඅޢఆ௨所հࢦ　�ޒ　

のֹ
　　௨常の事業の実ࢪ地域
　ࣣ　サービスར༻にたってのཹҙ事߲
　ീ　࣌ٸۓ等における対Ԡํ法
　　ඇ常ࡂ害対ࡦ
े のためのાஔにؔする事߲ࢭのٮ
े一　その他ӡ営にؔする重要事߲

ɹɹ（ٮͷࢭにΔܦաાஔ）
˞ྩ３লྩ̕߸ෟଇୈ̎　このলྩのࢪ行の日
ʤྩ݄̏̐̍日ʥからྩ݄̒̏��日まで
のؒ，ʤུʥ৽ډサービス等基४ʤུʥୈ���
（৽ډサービス等基४ୈ���の̏及びୈ���
において४༻する場合をؚむ。）ʤུʥのنఆのద
༻については，これらのنఆதʮ，次にʯと͋る
のはʮ，ٮのࢭのためのાஔにؔする事߲に
ؔするنఔをఆめてお͘ようめるとともに，次
にʯと，ʮ重要事߲ʯと͋るのはʮ重要事߲（ٮ
のࢭのためのાஔにؔする事߲を除͘。）ʯと
する。

ཧऀͷ（ˑ基४ୈ���）

ฤ注ɿ「この節の規定」とは，通所հ護の運営に関
するج४を指す。

ӡӦنఔ

ฤ注ɿ虐待の防止に係るાஔは，ྩ̒年３月31
日まで努力義務（ྩ̒年４月１日より義務Խ）。

৽

ʵ�����ʵ

ᶗô�⬟ډαʔϏス

ᾇɹ従業者ͷһ（ډ基४ୈ��）
ᶃ�　ࢦఆ௨所հޢの୯Ґとは，ಉ࣌に，一体的にఏ
をいうもので͋ることかޢఆ௨所հࢦされるڙ
ら，ྫえ，次のような場合は，̎୯Ґとしてѻ
われ，それͧれの୯Ґ͝とに必要なै業者を確保
する必要が͋る。

　Π�　ࢦఆ௨所հޢがಉ࣌に一ఆのڑをஔいた̎
つの場所で行われ，これらのサービスのఏڙが
一体的に行われているといえない場合

　ϩ�　ޕલとޙޕとでผのར༻者に対してࢦఆ௨所
հޢをఏڙする場合

　　�　また，ར༻者͝とにࡦఆした௨所հޢ計画に
Ґஔづけられた༰のࢦఆ௨所հޢが一体的に
ఏڙされているとೝめられる場合は，ಉ一୯Ґ
でఏؒ࣌ڙのҟなるར༻者に対してࢦఆ௨所
հޢを行うことも可能で͋る。なお，ಉ࣌一体

̍ɹਓһʹؔ͢Δج४

Ὂ�ӈஈは基४লྩのղऍ௨知ʮࢦఆډサービス等及び
༧サービス等にؔする基४についてʯのޢఆհࢦ
ʮୈ３ɹհޢサービスʯのうͪのʮɹ௨ॴհޢʯ及
び他からの४༻（参র）نఆをもとに，基४লྩの
จ等に対Ԡして֘෦をஔした（४༻߲目につい
ては，४༻にうಡସえをԼઢでදࣔ）。
Ὂ�ؔ しࡌܝ௨知については，֘Օ所に˞ҹで໊শを
た。

Ὂࠨ� ஈは基४লྩʮࢦఆډサービス等の事業の人һ，
ઃඋ及びӡ営にؔする基४ʯのうͪのʮୈ̓ষɹ௨ॴ
հޢʯ及び基४ୈ���による他のষからの४༻نఆ
（ˑで໌ࣔ，४༻にうಡସえはԼઢでදࣔ）をࡌܝ
した。
Ὂ�վਖ਼লྩෟଇ・ؔࣔࠂについては，֘Օ所に˞ҹ
で໌ࣔの্，จまたは༰・໊শをࡌܝした。
Ὂ�ྫをఆめるに͋たりैうべき基४の߲֘目に˗ҹ
を，ඪ४とする基४の߲֘目に˖ҹをෟした。

ୈ���　ࢦఆډサービスに֘する௨所հޢ
（ҎԼʮࢦఆ௨所հޢʯという。）の事業は，要հ
ঢ়ଶとなった場合においても，そのར༻者が可ޢ
能な限りそのډにおいて，その有する能ྗにԠ
ཱࣗ͡した日常生活を営むことができるよう生活
機能のҡ࣋ຢは্を目ࢦし，必要な日常生活্
のੈ及び機能܇࿅を行うことにより，ར༻者の
社会的ײཱݽのղফ及び心身の機能のҡ࣋ฒびに
ར༻者のՈの身体的及び精神的ෛ୲のܰݮを図
るものでなけれならない。

ୈ���　ࢦఆ௨所հޢの事業を行う者（ҎԼʮࢦ
ఆ௨所հޢ事業者ʯという。）が֘事業を行う
事業所（ҎԼʮࢦఆ௨所հޢ事業所ʯという。）
͝とにஔ͘べきै業者（ҎԼこのઅからୈ̐અま
でにおいてʮ௨所հैޢ業者ʯという。）のһ
は，次のとおりとする。

　一�　生活相談һ　ࢦఆ௨所հޢのఏڙ日͝とに，
֘ࢦఆ௨所հޢをఏڙしているؒ࣌ଳに生活
相ஊһ（ઐら֘ࢦఆ௨所հޢのఏڙにたる
者に限る。）がۈしているؒ࣌の合計を
֘ࢦఆ௨所հޢをఏڙしているؒ࣌ଳのؒ࣌
で除してಘたが̍Ҏ্確保されるために必
要とೝめられる

　ೋ�　護ࢣຢは।護ࢣ（ҎԼこのষにおいて
ʮ護職һʯという。）　ࢦఆ௨所հޢの୯Ґ͝
とに，ઐら֘ࢦఆ௨所հޢのఏڙにたる

第１節　基本方針
ຊํج

第２節　人員に関する基準
ͷһऀۀै ˗

ୈ���　ࢦఆ௨所հޢの事業を行う者（ҎԼʮࢦ
ఆ௨所հޢ事業者ʯという。）が֘事業を行う
事業所（ҎԼʮࢦఆ௨所հޢ事業所ʯという。）
͝とにஔ͘べきै業者（ҎԼこのઅからୈ̐અま
でにおいてʮ௨所հैޢ業者ʯという。）のһ
は，次のとおりとする。

　一�　生活相談һ　ࢦఆ௨所հޢのఏڙ日͝とに，
֘ࢦఆ௨所հޢをఏڙしているؒ࣌ଳに生活
相ஊһ（ઐら֘ࢦఆ௨所հޢのఏڙにたる
者に限る。）がۈしているؒ࣌の合計を
֘ࢦఆ௨所հޢをఏڙしているؒ࣌ଳのؒ࣌
で除してಘたが̍Ҏ্確保されるために必
要とೝめられる

　ೋ�　護ࢣຢは।護ࢣ（ҎԼこのষにおいて
ʮ護職һʯという。）　ࢦఆ௨所հޢの୯Ґ͝
とに，ઐら֘ࢦఆ௨所հޢのఏڙにたる

௨所հޢ
ʢ人һ，ઃඋ，運Ӧの基準ʣ�

（ˑは४用をࣔす）
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的に行われているとはೝめられない場合は，ผ
୯Ґとなることにཹҙすること。

ᶄ�　̔ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬのࢦఆ௨所հޢのલޙに
࿈ଓしてԆサービスを行う場合に͋っては，事
業所の実にԠ͡て，దのै業者をஔする
ものとする。

ᶅ�　ډ基४ୈ��ୈ߲̍ୈ一߸の生活相ஊһ及び
ಉ߲ୈࡾ߸のհޢ৬һの人һஔについては，
֘৬छのै業һがサービスఏؒ࣌ڙにۈする
（。ʯというؒ࣌ԆۈҎԼʮ）の合計ؒ࣌
をఏؒ࣌ڙで除してಘたが基४においてఆめ
られたҎ্となるよう，ۈԆؒ࣌を確保す
るようఆめたもので͋り，必要なۈԆؒ࣌が
確保されれ֘৬छのै業者のһはわない
もので͋る。

ᶆ�　生活相ஊһについては，ࢦఆ௨所հޢの୯Ґの
にかかわらず，次の計ࣜࢉのとおりࢦఆ௨所հ
にԠ͡た生活相ஊһؒ࣌ڙ事業所におけるఏޢ
のஔが必要になるもので͋る。ここでいうఏڙ
։ڙとは，֘事業所におけるサービスఏؒ࣌
されてڙまで（サービスがఏࠁ࣌からऴྃࠁ࣌࢝
いないؒ࣌ଳを除͘。）とする。
（確保すべき生活相談һのۈ務Ԇ࣌間の計ࢉ式）
　�ఏڙ日͝とに確保すべきۈԆؒ࣌ʹఏؒ࣌ڙ


　�　ྫえ，̍୯Ґのࢦఆ௨所հޢを実ࢪしている
事業所のఏؒ࣌ڙを̒ؒ࣌とした場合，生活相
ஊһのۈԆؒ࣌を，ఏؒ࣌ڙで͋る̒ؒ࣌
で除してಘたが̍Ҏ্となるよう確保すれよ
いことから，ै業者のһにかかわらず̒ؒ࣌の
のஔが必要となる。また，ྫえؒ࣌Ԇۈ
ޕલ࣌̕からਖ਼࣌̍ޙޕ，ޕから࣌̒ޙޕの̎
୯Ґのࢦఆ௨所հޢを実ࢪしている事業所の場
合，֘事業所におけるサービスఏؒ࣌ڙはޕલ
までを除࣌̍ޙޕからޕਖ਼）࣌̒ޙޕから࣌̕
͘。）となり，ఏؒ࣌ڙは̔ؒ࣌となることか
ら，ै業者のһにかかわらず̔ؒ࣌のۈԆ࣌
ؒのஔが必要となる。

　�　なお，ࢦఆ௨所հޢ事業所が，ར༻者の地域で
の暮らしを支えるため，ҩྍ機ؔ，他のډサー
ビス事業者，地域のॅຽ活ಈ等と࿈ܞし，ࢦఆ௨
所հޢ事業所をར༻しない日でもར༻者の地域生
活を支える地域࿈ܞのڌとしての機能をల։で
きるように，生活相ஊһの確保すべきۈԆؒ࣌
には，ʮサービス୲者会ٞ地域έΞ会ٞに
ग़੮するためのؒ࣌ʯ，ʮར༻者を๚し，ࡏ
生活のঢ়گを確ೝした্で，ར༻者のՈもؚめ
た相ஊ・援ॿのためのؒ࣌ʯ，ʮ地域のொ会，ࣗ
し，ར༻者に必ܞ会，ϘϥϯςΟΞஂ体等と࿈࣏
要な生活支援を୲ってもらうなどの社会資ݯのൃ
۷・活༻のためのؒ࣌ʯなど，ར༻者の地域生活
を支えるऔのために必要なؒ࣌もؚめることが
できる。

　�　たͩし，生活相ஊһは，ར༻者の生活の্を
図るためద切な相ஊ・援ॿ等を行う必要が͋り，

৬һが̍Ҏ্確保されるために必要とೝめらޢ
れる

の୯Ґ͝とに，֘ޢఆ௨所հࢦ　հ護職һ　�ࡾ　
৬һޢଳにհؒ࣌しているڙをఏޢఆ௨所հࢦ
（ઐら֘ࢦఆ௨所հޢのఏڙにたる者に限
る。）がۈしているؒ࣌の合計を֘ࢦ
ఆ௨所հޢをఏڙしているؒ࣌（次߲におい
てʮఏڙ୯Ґؒ࣌ʯという。）で除してಘた
がར༻者（֘ࢦఆ௨所հޢ事業者が法ୈ
���の��ୈ߲̍ୈ一߸ϩにنఆするୈ一߸௨
所事業（چ法ୈ̔の̎ୈ߲̓にنఆするհޢ
༧௨所հޢに相するものとしてࢢொଜがఆ
めるものに限る。）にるࢦఆ事業者のࢦఆを
ซͤて受け，かつ，ࢦఆ௨所հޢの事業と֘
ୈ一߸௨所事業とがಉ一の事業所において一体
的にӡ営されている場合に͋っては，֘事業
所におけるࢦఆ௨所հޢຢは֘ୈ一߸௨所事
業のར༻者。ҎԼこのઅ及び次અにおいてಉ
͡。）のが��人までの場合に͋っては̍Ҏ্，
��人をえる場合に͋っては��人をえる෦
のを̑で除してಘたに̍を加えたҎ্確
保されるために必要とೝめられる

࿅指導һ　̍Ҏ্܇機能　�࢛　
の୯Ґ͝ޢఆ௨所հࢦ，事業者はޢఆ௨所հࢦ　�̎
とに，લ߲ୈࡾ߸のհޢ৬һを，常̍࣌人Ҏ্
。にै事さͤなけれならないޢఆ௨所հࢦ֘

３�　ୈ߲̍のنఆにかかわらず，հޢ৬һは，ར༻
者のॲ۰に支障がない場合は，他のࢦఆ௨所հޢ
の୯Ґのհޢ৬һとしてै事することができるも
のとする。

̐�　લ߲̏のࢦఆ௨所հޢの୯Ґは，ࢦఆ௨所հޢ
で͋ってそのఏڙがಉ࣌に̍ຢはෳのར༻者に
対して一体的に行われるものをいう。

̑�　ୈ߲̍ୈ࢛߸の機能܇࿅ࢦಋһは，日常生活を
営むのに必要な機能のݮୀをࢭするための܇࿅
を行う能ྗを有する者とし，֘ࢦఆ௨所հޢ事
業所の他の৬にै事することができるものとす
る。

̒�　ୈ߲̍の生活相ஊһຢはհޢ৬һのうͪ̍人Ҏ
্は，常ۈでなけれならない。

ఆするنに߸ࡾ事業者がୈ߲̍ୈޢఆ௨所հࢦ　�̓
ୈ一߸௨所事業にるࢦఆ事業者のࢦఆをซͤて
受け，かつ，ࢦఆ௨所հޢの事業と֘ୈ一߸௨
所事業とがಉ一の事業所において一体的にӡ営さ
れている場合については，ࢢொଜのఆめる֘ୈ
一߸௨所事業の人һにؔする基४をຬたすことを
もって，લ֤߲にنఆする基४をຬたしているも
のとΈなすことができる。�

৬һが̍Ҏ্確保されるために必要とೝめらޢ
れる

の୯Ґ͝とに，֘ޢఆ௨所հࢦ　հ護職һ　�ࡾ　
৬һޢଳにհؒ࣌しているڙをఏޢఆ௨所հࢦ
（ઐら֘ࢦఆ௨所հޢのఏڙにたる者に限
る。）がۈしているؒ࣌の合計を֘ࢦ
ఆ௨所հޢをఏڙしているؒ࣌（次߲におい
てʮఏڙ୯Ґؒ࣌ʯという。）で除してಘた
がར༻者（֘ࢦఆ௨所հޢ事業者が法ୈ
���の��ୈ߲̍ୈ一߸ϩにنఆするୈ一߸௨
所事業（چ法ୈ̔の̎ୈ߲̓にنఆするհޢ
༧௨所հޢに相するものとしてࢢொଜがఆ
めるものに限る。）にるࢦఆ事業者のࢦఆを
ซͤて受け，かつ，ࢦఆ௨所հޢの事業と֘
ୈ一߸௨所事業とがಉ一の事業所において一体
的にӡ営されている場合に͋っては，֘事業
所におけるࢦఆ௨所հޢຢは֘ୈ一߸௨所事
業のར༻者。ҎԼこのઅ及び次અにおいてಉ
͡。）のが��人までの場合に͋っては̍Ҏ্，
��人をえる場合に͋っては��人をえる෦
のを̑で除してಘたに̍を加えたҎ্確
保されるために必要とೝめられる

࿅指導һ　̍Ҏ্܇機能　�࢛　
の୯Ґ͝ޢఆ௨所հࢦ，事業者はޢఆ௨所հࢦ　�̎
とに，લ߲ୈࡾ߸のհޢ৬һを，常̍࣌人Ҏ্
。にै事さͤなけれならないޢఆ௨所հࢦ֘

３�　ୈ߲̍のنఆにかかわらず，հޢ৬һは，ར༻
者のॲ۰に支障がない場合は，他のࢦఆ௨所հޢ
の୯Ґのհޢ৬һとしてै事することができるも
のとする。

̐�　લ߲̏のࢦఆ௨所հޢの୯Ґは，ࢦఆ௨所հޢ
で͋ってそのఏڙがಉ࣌に̍ຢはෳのར༻者に
対して一体的に行われるものをいう。

̑�　ୈ߲̍ୈ࢛߸の機能܇࿅ࢦಋһは，日常生活を
営むのに必要な機能のݮୀをࢭするための܇࿅
を行う能ྗを有する者とし，֘ࢦఆ௨所հޢ事
業所の他の৬にै事することができるものとす
る。

̒�　ୈ߲̍の生活相ஊһຢはհޢ৬һのうͪ̍人Ҏ
্は，常ۈでなけれならない。

ఆするنに߸ࡾ事業者がୈ߲̍ୈޢఆ௨所հࢦ　�̓
ୈ一߸௨所事業にるࢦఆ事業者のࢦఆをซͤて
受け，かつ，ࢦఆ௨所հޢの事業と֘ୈ一߸௨
所事業とがಉ一の事業所において一体的にӡ営さ
れている場合については，ࢢொଜのఆめる֘ୈ
一߸௨所事業の人һにؔする基४をຬたすことを
もって，લ֤߲にنఆする基४をຬたしているも
のとΈなすことができる。�
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४লྩجཝɼࠨ
ʢࠃͷج४ʣをஔ

ӈཝɼ解ऍ௨ʢࠃͷ
४ʣͷ֘Օॴをஔج

ϖʔδを·͍ͨͰ
ΘかるΑ͏˗ҹをͭ
͚߲ͨશମʹΞϛ
か͚

αʔϏεͱҬີډ
ணܕαʔϏεɼଞͷ
ষからͷ४༻نఆを֤
αʔϏεʹあΘͤಡΈ
ସ͑ͯࡌܝɼ֤αʔϏ
εʹඞཁͳج४を͢
ࡌܝͯ

のࢭのためのાஔにؔする事߲を除͘。）ʯと

࣮࣭తͳม͕ߋ
あͬͨ෦ʹɼ
ഁઢͷԼઢ
৽߲نʹ
ͷه߸

৽

　Π�　ࢦఆ௨所հޢがಉ࣌に一ఆのڑをஔいた̎

ࢦの事業を行う者（ҎԼʮޢఆ௨所հࢦ　ࢦの事業を行う者（ҎԼʮޢఆ௨所հࢦ　ࢦの事業を行う者（ҎԼʮޢఆ௨所հࢦ　
ఆ௨所հޢ事業者ʯという。）が֘事業を行う

ಓݝɾࢢொଜ͕ྫ
をఆΊるʹあͨΓࠃͷج
४ʹै͏͖߲ʹ˗ҹɼ
ඪ४ͱ͢る߲ʹ˖ҹ
ʢআ֎߲ɾݶఆ߲ҹʹ
ʤɹʥͰ໌هʣ

̧̏
ใु改ఆ
ରԠ

४༻ʹ͏ಡସ͑を
ԼઢͰදࣔ
ʤಡସ͑લʥ
ɼऀۀࣄఆ๚介護ࢦ
ʤಡସ͑ޙʥ
ɼऀۀࣄఆ௨ॴ介護ࢦ

ར༻ऀʹؔ͢Δࢢொଜͷ௨
（ˑ基४ୈ���）
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ްੜ࿑ಇলൃग़の̦ˍ̖ をαʔϏεผにཧしてऩࡌ
๏ྩूɼ͞Βに࣮にਫ਼௨するためのҰؔ
●ްੜ࿑ಇলによる2ˍ"をサービスछผ・༰にԠじͯまとめ࣭の対となった୯Ґද等の֘部
とともに掲載しました。
●テーマごとのؔ࿈ࣔࠂ・௨とٻॻ・໌ࡉॻのࡌهཁྖをूେ，介護報ु・ࢦఆ基準の実・運༻の
。部に;みこむ一冊ですࡉ

ᶘ ˍ४̦جఆࢦ ʢ̖ਓһʗઃඋʗ運Ӧʣ
ᾇશαʔϏεڞ௨
ᾈډαʔϏε・հޢ༧αʔϏε
ᾉࢪઃαʔϏε
ᾊҬີணܕαʔϏε

˙๏ ɾྩ௨知
ᾇ୯Ґදؔࣔࠂ
ᾈհޢใुࢉ定ମ੍ͷಧग़
ᾉډհࢧޢԉ・հޢ༧ࢧԉͷܭըॻ
ᾊࣄॲཧख ・ॱ༷ ࣜྫ
ᾋॅډඅ・৯අͷॴಘऀରࡦ
ᾌհڅޢඅͷٻ
ᾍ医ྍอݥͱͷௐ
ᾎհޢැॿ
ᾏհޢ༧・日ৗੜࢧ׆ԉ૯߹ۀࣄ

ᶗ հޢใु̦ˍ̖
ᾇશαʔϏεڞ௨
ᾈډαʔϏε・հޢ༧αʔϏε
ᾉࢪઃαʔϏε
ᾊҬີணܕαʔϏε

本ॻͷߏ

ᶙ ྩ̏ใुվఆ̦ˍ̖

ᶚ 新ܕίϩφΠϧεײછ症にるྟ࣌తͳऔѻい
̦ˍ̖

˙ٻॻɾ໌ ཁྖࡌهॻのࡉ

˓ް生࿑ಇ省ʮ介護サービス関係̦ˍ̖ʯに४͡た報を
しͯࡌܝ いますɻ
˓ฏ成��年の制度ൃ࣌かΒ令和２年度まͰの̦ˍ̖ɼ
介護報酬̦ˍ̖と指定基४̦ˍ̖に大ผしɼそΕͧΕを
サービスछผ୯ҐͰまとめͯいますɻ
˓令和３年度介護報酬改定に関する̦ˍ̖ผܝしͯい
ますɻ

˓୯Ґදにおい ʮͯผに定めるʯと͞Εたࣔࠂのݪจを
・となる法令ڌ定のࠜࢉしͯいる΄かɼ介護報酬のࡌܝ
௨知なͲをςーマผにࡌܝしͯ いますɻ
˓介護サービスܭըॻ（ケアプϥン）の࡞成௨知ɼ֤ サー
ビスのՃࢉ等にඞ要な事ॲཧख ・ॱ༷ ࣜ例ࡌܝしͯ
いますɻ
˓介護ැॿࢢொଜ͕実施する介護予防・ৗ生活支援
総合事業といったɼ୯ҐදにཹまΒない報Χόー
しͯ いますɻ

˓介護報酬のٻに関する報を༷ࣜのछྨ͝とにまとめ
ͯおりɼそΕͧΕの༷ࣜのࡌه方法を的に知る͜と͕
Ͱ͖ますɻ － 644 －

ᶗç୯Ґදؔࣔࠂ

Ұ�ɹ指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（平成12年厚生省告示第19号）別
表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下
「指定居宅サービス介護給付費単位数表」とい
う。）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定
める基準
。る基準のいͣれにもద合すること͛ܝに࣍　　
　Π�　利用者ຢはそのՈからిによる࿈
བྷがあった場合に，ৗ࣌対Ԡできる体制にあ
ること。

　ϩ�　指定訪問介護事業所（指定ډサービス
の事業のਓһ，ઃඋٴͼӡӦにؔする基準
（ฏ11ްੜলྩୈ37߸。以Լ「指定ډ
サービス基準」という。）ୈ̑ୈ１項に
規定する指定訪問介護事業所をいう。以Լ同
じ。）にる指定訪問介護事業者（指定ډ
サービス基準ୈ̑ୈ１項に規定する指定
訪問介護事業者をいう。以Լ同じ。）が࣍の
いͣれかに֘すること。

ްੜ࿑ಇେਉが定めるج४

　指定ډサービスに要する費用の額の算定にؔ
する基準（ฏ12ްੜলࠂ示ୈ19߸），指定ډ
介護支援に要する費用の額の算定にؔする基準
（ฏ12ްੜলࠂ示ୈ20߸），指定施ઃサービス
に要する費用の額の算定にؔする基準（ฏ12
ްੜলࠂ示ୈ21߸），指定地域ີணܕサービス
に要する費用の額の算定にؔする基準（ฏ1�
ްੜ࿑ಇলࠂ示ୈ126߸），指定介護༧サービス
に要する費用の額の算定にؔする基準（ฏ1�
ްੜ࿑ಇলࠂ示ୈ127߸）ٴͼ指定地域ີணܕ介
護༧サービスに要する費用の額の算定にؔする
基準（ฏ1�ްੜ࿑ಇলࠂ示ୈ12�߸）の規定
に基ͮき，ްੜ࿑ಇେਉが定める基準（ฏ24
ްੜ࿑ಇলࠂ示ୈ96߸）のશ෦を࣍のようにվਖ਼
する。

　　ᾇ�　֘指定訪問介護事業者が指定定ظ८
回・ਵ࣌対Ԡܕ訪問介護護事業者（指定
地域ີணܕサービスの事業のਓһ，ઃඋٴ
ͼӡӦにؔする基準（ฏ1�ްੜ࿑ಇল
ྩୈ34߸。以Լ「指定地域ີணܕサービス
基準」という。）ୈ̏の̐ୈ１項に規定
する指定定ظ८回・ਵ࣌対Ԡܕ訪問介護
護事業者をいう。以Լ同じ。）の指定をซ
せてडけ，かつ，Ұ体తに事業を実施して
いること。

　　ᾈ�　֘指定訪問介護事業者が指定定ظ८
回・ਵ࣌対Ԡܕ訪問介護護事業者の指定
をซせてडけようとする計ըをࡦ定してい
ること（֘指定訪問介護事業者について
は，要介護ঢ়ଶ۠分が要介護̏，要介護̐
ຢは要介護̑である者に対して指定訪問介
護（指定ډサービス基準ୈ̐に規定
する指定訪問介護をいう。以Լ同じ。）を
行うものに限る。）。

ೋ�ɹআ

ɹ訪問介護費における特定事業所加算の基準ࡾ
　Π�　ಛ定事業所加算（ᶗ）　࣍に͛ܝる基準の
いͣれにもద合すること。

　　ᾇ�　指定訪問介護事業所のશての訪問介護һ
（ొܕの訪問介護һ（あらかじめ
֘指定訪問介護事業所にొし，֘指定
訪問介護事業所から指示があった場合に，
，֘指示をडけた利用者のډを訪
問し，指定訪問介護を行う訪問介護һを
いう。）をؚΉ。以Լ同じ。）に対し，訪問
介護һごとにݚम計ըを࡞し，֘計
ըにैい，ݚम（֎෦におけるݚमをؚ
Ή。）を実施ຢは実施を༧定していること。

　　ᾈ�　࣍に͛ܝる基準にैい，指定訪問介護が
行われていること。

厚生労働大臣が定める基準

ᾉେਉج४ࣔࠂ ฏ���月�� ްੜ࿑ಇলࣔࠂୈ��߸

ʀฏ���月��چ） ްੜলࣔࠂୈ��߸）
（શ෦վਖ਼ʀฏ���月�� ްੜ࿑ಇলࣔࠂୈ��߸）
（શ෦վਖ਼ʀฏ���月�� ްੜ࿑ಇলࣔࠂୈ��߸）
ऴվਖ਼ʀྩ̏̏月��࠷） ްੜ࿑ಇলࣔࠂୈ��߸）

－ 1269 －

̍ɹ介護給付අ請求ॻ

ᾇɹサービス提供月
　�　ٻ対象となるサービスを提供した月をྐྵで，「」ň月ŉそれͧれӈ٧で記ࡌすること。
ᾈɹ請求ઌ
　�　保険者໊，公費ෛ୲者໊を記ࡌすること。たͩし，記ࡌをলུしてࠩし支えないこと。
ᾉɹ請求
　　৹ࠪ支ؔػٻを行う日付を記ࡌすること。
ᾊɹ請求事業所
　①　事業所番号
　　　指定事業所൪߸ຢは基準֘事業所のొ൪߸を記ࡌすること。
　②　名称
　　　指定をडけた際にಧけग़た事業所໊を記ࡌすること。
　③　所在地
　　�　指定をडけた際にಧけग़た事業所の所ࡏ地とその༣ศ൪߸を記ࡌすること。
　④　連絡先
　　�　৹ࠪ支ؔػ，保険者からの問い合わせ用の࿈བྷઌి൪߸を記ࡌすること。
ᾋɹ保険請求（サービスඅ用にる෦分）
　�　保険ٻの介護給付費໌ࡉॻ（介護保険制度のඃ保険者でない40ࡀ以上65ࡀ未満の要保護者で介護保険๏
施行ྩ（ฏ10ྩୈ412߸）ୈ֤̎߸のಛ定࣬පにより要介護ঢ়ଶຢは要支援ঢ়ଶにある者（以Լ
「ඃ保険者でない要保護者」という。）の場合をআく。）についてډサービス・施ઃサービス・介護༧サ
ービス・地域ີணܕサービスٴͼډ介護支援・介護༧支援の̎つの۠分ごとに，以Լに示す項目のू
計を行って記ࡌすること。合計ཝには̎つの۠分の合計を記ࡌすること。

　①　件数
　　�　保険ٻ対象となる介護給付費໌ࡉॻの݅数（介護給付費໌ࡉॻの༷ࣜごとにඃ保険者１ਓ分のٻ
を１݅とする。）を記ࡌすること。

　②　単位数・点数
　　�　保険給付対象の単位数ٴͼ数の合計を記ࡌすること。
　③　費用合計
　　�　介護給付費໌ࡉॻの保険ٻ対象単位数（数）に単位数（数）あたり単価をじた݁Ռ（খ数以
Լりࣺて）の合計を記ࡌすること（金額は保険ٻ額，公費ٻ額ٴͼ利用者ෛ୲の合計額）。

　④　保険請求額
　　�　介護給付費໌ࡉॻの保険ٻ額の合計額を記ࡌすること。
　⑤　公費請求額
　　�　介護給付費໌ࡉॻの公費ٻ額の合計額を記ࡌすること。
　⑥　利用者負担
　　�　介護給付費໌ࡉॻの利用者ෛ୲額と公費分本ਓෛ୲額を合計した額を記ࡌすること。
ᾌɹ保険請求（ಛ定ೖ所者介護サービスඅにる෦分）
　�　保険ٻの介護給付費໌ࡉॻ（ඃ保険者でない要保護者の場合をআく。）について以Լに示す項目のू計
を行って記ࡌすること。合計ཝに同じ内容を記ࡌすること。

　①　件数
　　�　ಛ定ೖ所者介護サービス費ຢはಛ定ೖ所者介護༧サービス費（以Լ「ಛ定ೖ所者介護サービス費」
という。）として，৯費ٴͼډ住費（ࡏ費をؚΉ。以Լ同じ。）が記ࡌされた介護給付費໌ࡉॻの݅数を
記ࡌすること。

̍ɹ介護給付අ請求ॻにؔする事߲（༷ࣜୈҰ）

介護給付費請求書等の記載要領について
（ฏ����月���ൃୈ��߸）

（��ࢴ����ୈ̏߸・ೝൃ����ୈ̒߸・ൃ����ୈ̑߸�ผൃߴऴվਖ਼ʀྩ̏̏月���࠷）

－ 12 －

介護報酬・ᶗ�શサービス

　医療機関においては，従来より利用者負担は10円単位の請求であったため，同じ取扱をしても差
し支えないか。

　そのようなऔѻはできない。

介護報酬通知（平12老企36号）・第２の１・⑴ʤډサービスのྫʥ
ᾇɹ算定্に͓けるॲཧにͭいて
　ᶃ　単位数算定の際の数ॲ理
　　�　単位数の算定については，基本となる単位数に加減算の計算（Կらかのׂ合をͣる計算に限る。）を行う度に，
খ数以Լの数ॲ理（ޒࣺ࢛ೖ）を行っていくこととする。つまり，ઈえͣ数にׂ合をじていく計算にな
る。

　　�　この計算のޙ，指定ډサービスに要する費用の額の算定にؔする基準のҰ෦をվਖ਼するࠂ示（ྩ̏ްੜ
࿑ಇলࠂ示ୈ73߸）ෟଇୈ12に規定する単位数の計算を行う場合も，খ数以Լの数ॲ理（ޒࣺ࢛ೖ）を行う
が，খ数以Լの数ॲ理の݁Ռ，上せされる単位数が１単位に満たない場合は，１単位にり上͛て算定する。

　　�　たͩし，ಛ別地域加算の支給限度額理対象֎となる加算や事業所と同Ұ建物の利用者ຢはこれ以֎の同Ұ建
物利用者20ਓ以上にサービスを行う場合の減算を算定する場合については，対象となる単位数の合計に֘加減
算のׂ合をじて，֘加減算の単位数を算定することとする。

　（ྫ１）訪問介護（身体介護த৺　20分以上30分未満で250単位）
　　　　・�夜間ຢは早朝にサービスを行う場合，所定単位数の25ˋを加算
　　　　　250×1.25＝312.5→313単位
　　　　・�この事業所がಛ定事業所加算（ᶚ）を算定している場合，所定単位数の̑ˋを加算
　　　　　313×1.05＝32�.65→329単位
　　　　ˎ250×1.25×1.05＝32�.125としてޒࣺ࢛ೖするのではない。
　（ྫ̎）訪問介護（身体介護த৺　30分以上１࣌間未満で396単位）
　　　　・�月に̒回サービスを行い，ಛ別地域加算の対象となる場合，対象となる単位数の合計に15ˋを加算
　　　　　396×̒回＝2,376単位
　　　　　2,376×0.15＝356.4→356単位
　ᶄ　金額算の際の数ॲ理
　　�　算定された単位数から金額に算する際にੜͣる１円未満（খ数以Լ）の数については「りࣺて」とする。
　（ྫ）લ記ᶃの事ྫ（ྫ１）で，このサービスを月に̔回提供した場合（地域۠分は１ڃ地）
　　　　　　　329単位×̔回＝2,632単位
　　　　　　　2,632単位×11.40円ʗ単位＝30,004.�0円→30,004円
　�　なお，サービスίーυについては，加算を加えたҰ体ܕの合ίーυを基本として࡞しており，その合単位
数は，طに数ॲ理をした単位数（数）である。

　要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について。

　ྫえば̐月15日に۠分มߋਃを行い，要介護̎から要介護̏にมߋとなった場合，14日まで「要介
護̎」にԠじた単位数でٻし，15日からは「要介護̏」にԠじた単位数でٻする。また，มߋਃ

⑴一般的事項
Q1 16

12.4.28【5】Ⅳ 4利用者自己負担額の請求　10円単位の請求は可能か

　医療機関においては，従来より利用者負担は10円単位の請求であったため，同じ取扱をしても差
し支えないか。

参　　　考

Q2 19
15.6.30【18】22要介護状態区分が月途中で変更の場合　どちらの区分で請求するか

　要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について。

全サービス共通

ʵ�����ʵ

ᶅډྍཆཧࢦಋɾ௨所ܥαʔϏスɾܥॅډαʔϏスɾࢪઃαʔϏス

ɹçɹ֤ར༻者の௨所サービスの所要ؒ࣌は，心身のঢ়ر，گ及びそのஔかれているڥを౿まえて࡞される௨所サ
ービス計画にҐஔづけられた༰によって個ผにܾまるもので͋り，֤ར༻者の所要ؒ࣌にԠ͡た۠でٻする
こととなる。ӡ営نఔ重要事߲આ໌ॻにఆめる事業所におけるサービスఏؒ࣌ڙは，これらを౿まえてదਖ਼にઃ
ఆする必要が͋る。

��24　֤所要࣌間۠分の通所サービス費をٻするにあたり，サービス提供࣌間の最低限の所要࣌
間はあるのか。

・�　所要ؒ࣌による۠は現に要したؒ࣌ではな͘，௨所サービス計画にҐஔづけられた௨所サービス
を行うためのඪ४的なؒ࣌によることとされており，ྫえ௨所հޢ計画にҐஔづけられた௨所հޢ
の༰が̔ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬで͋り，֘௨所հޢ計画ॻどおりのサービスがఏڙされたので͋れ
，̔ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬの௨所հޢඅをٻすることになる。
・�　たͩし，௨所サービスのఏڙの։࢝にࡍしては，༧めサービスఏڙの༰ར༻ྉ等の重要事߲に
ついて，࠙切ஸೡにઆ໌を行った্でಉҙをಘることとなっていることから，ར༻ྉにԠ͡た，ར༻
者にઆ໌可能なサービス༰となっている必要が͋ることにཹҙすること。
※　平成24年度հ護報ु改定に関する̦ˍ̖（7PM.１）（平成24年３月16日）58はআする。

（ฏ���������）֤所要۠ؒ࣌の௨所サービスඅをٻするに͋たり，サービスఏؒ࣌ڙの࠷限の所要ؒ࣌は͋る
のか。

ɹçɹ所要ؒ࣌による۠は現に要したؒ࣌ではな͘，௨所サービス計画にҐஔづけられた௨所サービスを行うためのඪ
४的なؒ࣌によることとされており，ྫえ௨所հޢ計画にҐஔづけられた௨所հޢの༰が̓ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະ
ຬで͋り，֘௨所հޢ計画ॻどおりのサービスがఏڙされたので͋れ，̓ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬの௨所հޢඅを
ٻすることになる。
たͩし，௨所サービスのఏڙの։࢝にࡍしては，͋らか͡め，サービスఏڙの༰ར༻ྉ等の重要事߲について
࠙切ஸೡにઆ໌を行いಉҙをಘることとなっていることから，ར༻ྉにԠ͡た，ར༻者にઆ໌可能なサービス༰
となっている必要が͋ることにཹҙすること。

��25　１ਓの利用者に対して，̓࣌間の通所հ護にҾき続いて̑࣌間の通所հ護を行った場合は，
それぞれの通所հ護費をࢉ定できるのか。

・�　それͧれのϓϩάϥϜが֘ར༻者の心身のঢ়گر等にԠ͡て࡞され，֘ϓϩάϥϜにै
って，୯Ґ͝とにޮՌ的に実ࢪされている場合は，それͧれの୯Ґについてࢉఆできる。なおこの場
合に͋っても̍日につきࢉఆすることとされている加߲ࢉ目は，֘ར༻者についても֘日に̍ճ
限りࢉఆできる。
・�　୯に日தの௨所հޢのԆとして༦ํに௨所հޢを行う場合は，௨ؒ࣌ࢉはؒ࣌��として，ؒ࣌̕
までのؒのサービスఏڙにるඅ༻は所要ؒ࣌̔ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬの場合としてࢉఆしؒ࣌̕Ҏ߱
るར༻ྉとఆ（またはԆサービスにࢉをࢉるඅ༻は，Ԇ加にڙまでのؒのサービスఏؒ࣌��
してऩ）する。
※　平成24年度հ護報ु改定に関する̦ˍ̖（7PM.１）（平成24年３月16日）64はআする。

（ฏ���������）̓ؒ࣌の௨所հޢにҾきଓいて̑ؒ࣌の௨所հޢを行った場合は，それͧれの௨所հޢඅをࢉఆでき
るのか。

ɹçɹ日தと༦ํに行われるそれͧれのϓϩάϥϜが個々のར༻者にԠ͡て࡞され，֘ϓϩάϥϜにैって，୯Ґ͝
とにޮՌ的に実ࢪされている場合は，それͧれの୯Ґについてࢉఆできる。この場合も，̍日につきࢉఆすること
とされている加߲ࢉ目は֘ར༻者についても֘日に̍ճ限りࢉఆできる。
୯に日தの௨所հޢのԆとして༦ํに௨所հޢを行う場合は，௨ؒ࣌ࢉはؒ࣌��として，所要ؒ࣌̓ؒ࣌Ҏ্̕
。ఆするࢉしてࢉのԆサービスを加ؒ࣌අに̏ޢະຬの௨所հؒ࣌

（）

サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方

��24　֤所要࣌間۠分の通所サービス費をٻするにあたり，サービス提供࣌間の最低限の所要࣌
間はあるのか。

ɹɹɹআ

（）

��25　１ਓの利用者に対して，̓࣌間の通所հ護にҾき続いて̑࣌間の通所հ護を行った場合は，
それぞれの通所հ護費をࢉ定できるのか。

ɹɹɹআ

（）
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　医療機関においては，従来より利用者負担は10円単位の請求であったため，同じ取扱をしても差　医療機関においては，従来より利用者負担は10円単位の請求であったため，同じ取扱をしても差

　ᶃ　単位数算定の際の数ॲ理
　　�　単位数の算定については，基本となる単位数に加減算の計算（Կらかのׂ合をͣる計算に限る。）を行う度に，
খ数以Լの数ॲ理（ޒࣺ࢛ೖ）を行っていくこととする。つまり，ઈえͣ数にׂ合をじていく計算にな
る。

　　�　この計算のޙ，指定ډサービスに要する費用の額の算定にؔする基準のҰ෦をվਖ਼するࠂ示（ྩ̏ްੜ
࿑ಇলࠂ示ୈ73߸）ෟଇୈ12に規定する単位数の計算を行う場合も，খ数以Լの数ॲ理（ޒࣺ࢛ೖ）を行う
が，খ数以Լの数ॲ理の݁Ռ，上せされる単位数が１単位に満たない場合は，１単位にり上͛て算定する。

　　�　たͩし，ಛ別地域加算の支給限度額理対象֎となる加算や事業所と同Ұ建物の利用者ຢはこれ以֎の同Ұ建
物利用者20ਓ以上にサービスを行う場合の減算を算定する場合
算のׂ合をじて，֘加減算の単位数を算定することとする。

　（ྫ１）訪問介護（身体介護த৺　
　　　　・�夜間ຢは早朝にサービスを行う場合，所定単位数の25ˋを加算
　　　　　
　　　　・�この事業所がಛ定事業所加算（ᶚ）を算定している場合，所定単位数の̑ˋを加算
　　　　　313
　　　　ˎ250

介護報酬通知（平12老企36号）・第２の１・⑴
ᾇɹ算定্に͓けるॲཧにͭいて
　ᶃ　単位数算定の際の数ॲ理

ඞཁʹԠͯؔ͡࿈
͢る๏ྩɾ௨を
ɻࡌܝͱͯ͠ߟࢀ
·ͨɼؔࣔࠂ
ࢀরՕॴを໌ࣔ

　　�　単位数の算定については，基本となる単位数に加減算の計算（Կらかのׂ合をͣる計算に限る。）を行う度に，
খ数以Լの数ॲ理（ޒࣺ࢛ೖ）を行っていくこととする。つまり，ઈえͣ数にׂ合をじていく計算にな

　　�　この計算のޙ，指定ډサービスに要する費用の額の算定にؔする基準のҰ෦をվਖ਼するࠂ示（ྩ̏ްੜ
࿑ಇলࠂ示ୈ73߸）ෟଇୈ12に規定する単位数の計算を行う場合も，খ数以Լの数ॲ理（ޒࣺ࢛ೖ）を行う
が，খ数以Լの数ॲ理の݁Ռ，上せされる単位数が１単位に満たない場合は，１単位にり上͛て算定する。

　　�　たͩし，ಛ別地域加算の支給限度額理対象֎となる加算や事業所と同Ұ建物の利用者ຢはこれ以֎の同Ұ建

ʤډサービスのྫʥ

所要ؒ࣌による
४的なؒ࣌によることとされており，ྫえ௨所հޢ計画にҐஔづけられた௨所հޢの༰が̓ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະ
ຬで͋り，֘௨所հޢ計画ॻどおりのサービスがఏڙされたので͋れ，̓ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬの௨所հޢඅを
ٻすることになる。
たͩし，௨所サービスのఏڙの։࢝にࡍしては，͋らか͡め，サービスఏڙの༰ར༻ྉ等の重要事߲について
࠙切ஸೡにઆ໌を行いಉҙをಘることとなっていることから，ར༻ྉにԠ͡た，ར༻者にઆ໌可能なサービス༰
となっている必要が͋ることにཹҙすること。

・�　それͧれのϓϩάϥϜが֘ར༻者の心身のঢ়گر等にԠ͡て࡞され，֘ϓϩάϥϜにै
って，୯Ґ͝とにޮՌ的に実ࢪされている場合は，それͧれの୯Ґについてࢉఆできる。なおこの場
合に͋っても̍日につきࢉఆすることとされている加߲ࢉ目は，֘ར༻者についても֘日に̍ճ

��25　１ਓの利用者に対して，̓࣌間の通所հ護にҾき続いて̑࣌間の通所հ護を行った場合は，
それぞれの通所հ護費をࢉ定できるのか。

のか。
所要ؒ࣌による

ྩ̏度ใुվఆ̦ˍ̖Ͱ
ɼআ͞Ε̦ͨˍ̖मਖ਼
͞Εるલͷ̦ˍ̖͕あͬͨ
߹あΘͤͯࡌܝ

۠は現に要したؒ࣌ではな͘，௨所サービス計画にҐஔづけられた௨所サービスを行うためのඪ
४的なؒ࣌によることとされており，ྫえ௨所հޢ計画にҐஔづけられた௨所հޢの༰が̓ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະ
ຬで͋り，֘௨所հޢ計画ॻどおりのサービスがఏڙされたので͋れ，̓ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬの௨所հޢඅを

たͩし，௨所サービスのఏڙの։࢝にࡍしては，͋らか͡め，サービスఏڙの༰ར༻ྉ等の重要事߲について
࠙切ஸೡにઆ໌を行いಉҙをಘることとなっていることから，ར༻ྉにԠ͡た，ར༻者にઆ໌可能なサービス༰

۠の௨所サービスඅをٻするに͋たり，サービスఏؒ࣌ڙの࠷限の所要ؒ࣌は͋る

ٻॻɾ໌ࡉॻͷࡌهཁ
ྖ௨ͷ΄かɼࢉఆମ制ͷ
ಧग़ɾҩྍ保険ͱͷڅ
ௐͳͲʹؔ࿈͢る๏ྩɾ
௨ͳͲࡌܝ

　�　ٻ対象となるサービスを提供した月をྐྵで，「」ň月ŉそれͧれӈ٧で記ࡌすること。

　�　保険者໊，公費ෛ୲者໊を記ࡌすること。たͩし，記ࡌをলུしてࠩし支えないこと。

介護ใुͷ解ऍ⬟୯Ґදฤ
Ͱུ͞ࡌܝهΕ͍ͯるؔ
จͰ໌ࣔݪをɼࣔࠂ

　　ᾇ�　֘指定訪問介護事業者が指定定ظ८
回・ਵ࣌対Ԡܕ訪問介護護事業者（指定
地域ີணܕサービスの事業のਓһ，ઃඋٴ
ͼӡӦにؔする基準（ฏ1�ްੜ࿑ಇল
ྩୈ34߸。以Լ「指定地域ີணܕサービス
基準」という。）ୈ̏の̐ୈ１項に規定
する指定定ظ८回・ਵ࣌対Ԡܕ訪問介護
護事業者をいう。以Լ同じ。）の指定をซ
せてडけ，かつ，Ұ体తに事業を実施して

　　ᾈ�　֘指定訪問介護事業者が指定定ظ८
回・ਵ࣌対Ԡܕ訪問介護護事業者の指定
をซせてडけようとする計ըをࡦ定してい
ること（֘指定訪問介護事業者について
は，要介護ঢ়ଶ۠分が要介護̏，要介護̐
ຢは要介護̑である者に対して指定訪問介
護（指定ډサービス基準ୈ̐に規定
する指定訪問介護をいう。以Լ同じ。）を

　　ᾇ�　֘指定訪問介護事業者が指定定ظ८

۠の௨所サービスඅをٻするに͋たり，サービスఏؒ࣌ڙの࠷限の所要ؒ࣌は͋る

۠は現に要したؒ࣌ではな͘，௨所サービス計画にҐஔづけられた௨所サービスを行うためのඪ
४的なؒ࣌によることとされており，ྫえ௨所հޢ計画にҐஔづけられた௨所հޢの༰が̓ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະ
ຬで͋り，֘௨所հޢ計画ॻどおりのサービスがఏڙされたので͋れ，̓ؒ࣌Ҏ্ؒ࣌̕ະຬの௨所հޢඅを

たͩし，௨所サービスのఏڙの։࢝にࡍしては，͋らか͡め，サービスఏڙの༰ར༻ྉ等の重要事߲について
࠙切ஸೡにઆ໌を行いಉҙをಘることとなっていることから，ར༻ྉにԠ͡た，ར༻者にઆ໌可能なサービス༰

※　平成24年度հ護報ु改定に関する̦ˍ̖（7PM.１）（平成24年３月16日）58はআする。
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⬧ 単位数表により介護報酬を算定し，月単位で請求
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◎「介護報酬」とは，保険給付の対象となるサービスに対する対価のことです。
◎「介護報酬」はサービスごとに価格が公定されていますが，同じサービスでも提供したサービス
の内容・事業所の体制などによって，加算や減算が行われるなどのルールも定められています。

◎介護報酬の額から利用者の自己負担分を除いた保険給付の分は，サービス事業者が毎月国保連合
会に請求し，保険者（市町村）から支払いをうけます。

　「介護報酬」とは，「指定事業者が行った保険対象となるサービスに
対する対価」のことです。簡単にいえば，「サービスにかかった費用」，
「サービス料金」です。
　介護報酬は，国が定めた「介護給付費単位数表」によりサービスご
とに「単位数」で表示されています※1。つまり，介護報酬には公定
価格による料金表があるということです。
　サービスごとの単位数に，地域別・サービス別の１単位の単価（10
円～11.40円→P116参照）をかけると，そのサービスの介護報酬の額
が決定します。

× ＝
サービスごとに定めら
れた単位数表により算
定した単位数

１単位の単価
（10 円～11.40 円）

介護報酬の額※2
（端数切り捨て）

●支給限度基準額も単位数で規定
　利用者が１か月にうけられるサービス量（支給限度基準額→P16，
P115参照）も，要介護度・要支援度ごとに単位数で定められています。
たとえば要介護１の利用者は，１か月につき16,765単位分のサービス
まで，給付をうけられることになっています。

５ 単位数表により介護報酬を算定し，月単位で請求

１　単位数×１単位の単価で介護報酬を算定

※2 このほか，単位数表とは
別に定められた，介護老
人保健施設などにおける
一部の医療サービス（特
別療養費など→P116参
照）などがあり，この場
合は１単位の単価は一律
10円となっています。
また，短期入所サービス
には，低所得者の食費
などにかかる補足給付

（P62参照）があります。

※1 たとえば，「訪問介護で
30分以上１時間未満の
身体介護を行った場合
は，396単位」といった
具合です。

　事業者や介護保険施設に支払った自己負担の世
帯での合計額（月額）が一定の上限額を超えたと
きは，超えた分が市町村から払い戻されます（高
額介護（予防）サービス費）。なお，短期入所サー
ビスでの食費・滞在費（P60参照）や，保険給付
対象外のサービスの利用料（支給限度基準額超過
の場合の全額負担分など）は対象とはなりません。

　また，年間（８月～翌年７月）の介護保険と医
療保険の負担額の合計額が著しく高額になった場
合，払い戻しがうけられます。
　いずれも利用者が市町村（保険者）に申請する
ことによってうけられる給付です。なお，負担の
上限額等は，所得区分に応じて異なります。

■高額サービス費・高額医療合算サービス費
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１　単位数×１単位の単価で介護報酬を算定／２　単位数表におけるさまざまなルール 
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　介護報酬の公定価格表である単位数表にはさまざまなルールがあ
り，実際に行ったサービスの内容や，サービスを行う事業者の体制な
どにより，単位数の増減（加算・減算）が行われます※1。
●加算の例（夜間・早朝の訪問介護）
　たとえば，訪問介護における20分以上30分未満の身体介護を実施し
た場合の単位数は250単位ですが，サービスの提供が夜間や早朝であっ
た場合は，その100分の25がもとの単位数に加算されます。
　この場合，加算される単位数は，
　250（単位）×0.25（100分の25）＝62.5→63（単位）※2

となり，基本となる250単位とあわせて，合計は，
　250（単位）＋63（単位）＝313（単位）　となります。
●減算の例（事業所と同一の建物に居住する利用者）
　たとえば，訪問介護サービス事業所がある建物と同じ建物に住んで
いる利用者に対してサービスを提供していた場合などは，その利用者
については100分の90の単位数を算定することとされています。
　250（単位）×0.9（100分の90）＝225（単位）
●単位数表を読み解く
　上記のような，行ったサービスの内容による加算や減算のほかにも，
事業所の体制による加算・減算があったり，また算定の基礎となる単
位数についても，１回ごと・１日ごと・１月ごとに規定の単位数を算
定する，などサービスや項目によってまちまちです※3。
　単位数表についてきちんと学んでいくことが，介護報酬の理解につ
ながるといえるでしょう。

２　単位数表におけるさまざまなルール

※1 職員配置など体制にかか
る加算については，事前
に基準を満たしているこ
とを，都道府県または市
町村に届け出る必要があ
ります。

　単位数表だけでもルールの複雑な介護報酬です
が，この算定方法や単位数などの規定は，介護を
めぐる内外の状況をふまえて見直しが行われます。
　これは，介護報酬の改定と呼ばれており，従来
だと介護保険制度における計画期間（P9参照）
にあわせて，３年に１回のペースで行われていま
す（このほか，必要に応じて適時修正・改定が行
われることもあり，2019（令和元）年10月には
消費税率の引き上げに伴う改定が行われました）。
　直近では，2021（令和３）年度に，①感染症

や災害への対応力強化，②地域包括ケアシステム
の推進，③自立支援・重度化防止に向けた取組み
の推進，④介護人材の確保・介護現場の革新，⑤
制度の安定性・持続可能性の確保，をポイントと
した改定が実施され，多くの単位数・算定ルール
の変更，加算や減算の新設・見直しなどが行われ
ています（P24参照）。
　改定が行われた際，しっかりとその内容を把握
し業務で対応していくためにも，介護報酬にかか
る基本的な事項を理解しておくことが重要です。

■３年に一度の介護報酬の改定

※3 支給限度基準額として含
まない加算がある（P115
参照）など，単位数表だ
けではなく，幅広く規定
が存在しています。

※2 加算や減算の計算を行う
たびに，小数点以下を四
捨五入する取扱いになっ
ており，これを「端数処
理」といいます。なお，
実務上は，端数処理を終
えたサービスコード表

（報酬の一覧）が用いら
れます（P43参照）。

26

1 在宅の要介護者に対するケアマネジメント
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◎ケアマネジメントとは，ケアプラン（介護計画）の作成や，さまざまなサービス提供事業者との
連絡・調整などの仕事を通じて，要介護者の自立した生活に向けた支援を行うことです。

◎在宅の要介護者に対するケアマネジメントは，基本的に居宅介護支援事業所にいるケアマネ
ジャー（介護支援専門員）が行います。

◎ケアマネジャーは，利用者（要介護者）とサービスを提供するさまざまな事業者との間を結びつ
ける要（かなめ）の役割をもっています。

　居宅介護支援とは，在宅の要介護者を対象としたケアマネジメント
のことです※１。
　このケアマネジメントは，居宅介護支援事業所に所属しているケア
マネジャー（介護支援専門員）が行います※２。
　ケアマネジメントの仕事は，要介護者である利用者や，その家族か
らの相談に乗ることからはじまります。場合によっては，要介護認定・
要支援認定の申請をまだしていない人から相談をうけることもありま
す。そのときは，認定の申請の手助けからはじめることになります。
　ケアマネジメントの中で，ケアマネジャーが取り組むことはおおま
かに分けて次の４つです。
⑴ケアプランの作成
⑵サービス事業者との連絡・調整
⑶サービスの提供状況の確認（モニタリング）
⑷給付管理業務
　以下，順番に説明していきます。

1 在宅の要介護者に対するケアマネジメント

1　居宅介護支援の流れ

サービス事業者

サービス事業者

サービス事業者

居宅介護支援
ケアマネジャー（居宅介護支援事業所の介護支援専門員）
⑴ケアプランの作成
⑵サービス事業者との連絡・調整
⑶サービスの提供状況の確認（モニタリング）
⑷給付管理業務

在
宅
の

要
介
護
者

各サービス事業者がサービスを提供
（⑵と⑶の間）

訪
問
介
護
・

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど

◆居宅介護支援とサービス事業者や利用者との関係

※2 在宅の要介護者であって
も，短期利用を除く小規
模多機能型居宅介護や複
合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護）を
利用する要介護者の場合
は，小規模多機能型居宅
介護等を行う事業所がケ
アマネジメントも担当し
ます（P29コラム参照）。

※1 ただし，要介護者であっ
ても，介護給付のサービ
スを利用せず，総合事業
を利用する場合などで，
居宅介護支援ではなく介
護予防ケアマネジメント
の対象となる場合はあり
ます（P226参照）。
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1　居宅介護支援の流れ
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⑴要介護者や家族の状況をつかんで，ケアプランを作る
　一人ひとりの利用者に合ったケアプラン（P14参照）を作ることが，
ケアマネジメントの最初の仕事になります。ケアマネジャーは，次の
ような流れにそって，ケアプランを作成していきます。
①利用者の居宅※を訪問し，利用者本人や家族の話を聞いて，自立し
た日常生活を送る上での問題点を見つけ出し，解決すべき課題を把
握します（これを「アセスメント」といいます）。

②「アセスメント」のほか，利用者の希望もふまえて，最も適切なサー
ビスの組み合わせを検討し，ケアプランの原案を作ります。原案に
は，提供するサービスの種類や内容，利用料のほか，長期的な目標，
短期的な目標と達成時期などを盛り込みます。原案の作成にあたっ
ては，利用者の希望を尊重します。

③原案の内容を利用者や家族に説明し，文書による同意を得て，正式
なケアプランがきまります。これは居宅サービス計画といい，利用
者にも渡します。このケアプランは，１か月ごとに作成します。

※ 「居宅」には，有料老人ホー
ム，養護老人ホーム，軽費
老人ホームの居室も含まれ
ます。ただし，入居者が短
期利用を除く特定施設入居
者生活介護等のサービスを
利用している場合は，ホー
ムでケアマネジメントが行
われるので，居宅介護支援
は行われません（P16参照）。

◆ケアマネジメントの基本的な流れ
地域でのサービス事業者のサービス内容や利用料等の情報を，利
用者または家族に提供して，サービスの選択をもとめます。

自宅を訪問して利用者および家族と面接し，利用者の能力やすで
に利用しているサービス等の環境等の評価を通して，現に抱えて
いる問題点を明らかにし，自立した日常生活を営むことができる
ように支援する上で解決すべき課題を把握します。

解決すべき課題にもとづき，地域でのサービス提供体制をも考え
て，提供サービスの目標と達成時期，サービス提供上の留意点等
を盛り込んだ計画の原案を作成します。

原案に位置づけたサービスの担当者との会議（サービス担当者会
議）や照会等により，原案について専門的見地からの意見をもと
めます。

原案でのサービスについて，保険給付の対象となるかどうかを区
分した上で，居宅サービス計画の内容を利用者または家族に説明
し，利用者の同意を得ます。

同意を得た計画にもとづき，利用者にはサービス利用票を交付，
サービス事業者にはサービス提供票を送付し，それにもとづき
サービスが行われます。

計画の作成後も利用者・家族やサービス事業者と継続的に連絡す
ることにより，計画の実施状況と解決すべき課題の把握を行い，
必要に応じて計画の変更や事業者との連絡調整等を行います。

サービス提供月が終了したら，提供された現物給付サービスにつ
いての文書（給付管理票）を，国保連合会に提出します。

1利用者への情報の提供

2利用者の状態の把握

3居宅サービス計画の原案作成

4サービス担当者との連絡・調整

5居宅サービス計画の確定

6サービス利用票・サービス提供票の作成

7計画実施状況の把握と連絡調整

8国保連合会への給付管理票の提出

第
２
章

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

解ͳ介護ใुͷ͘͠Έを
ಡΈ解͘ɼΘかΓ͍͢ຊจ

෯͍ࣝをิ͏ͨΊͷɼ
ؔ࿈͢るίϥϜॆ࣮

༰をϏδϡΞϧʹҰཡ
Ͱ͖る๛ͳਤදࡌܝ

かΈͩ͘かΕͨຊจͷཧ解を
͞らʹਂΊる͍ͯͶ͍ͳ

②「アセスメント」のほか，利用者の希望もふまえて，最も適切なサー
ビスの組み合わせを検討し，ケアプランの原案を作ります。原案に
は，提供するサービスの種類や内容，利用料のほか，長期的な目標，
短期的な目標と達成時期などを盛り込みます。原案の作成にあたっ
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ҩྍอݥとհޢอݥのとͳるڅௐの༰をҰ
ҩ ɾྍհޢ࿈ܞのために知ͬて͓͖たい੍のし Έ͘をわかΓす͘ղઆ
●医療と介護は，྆ 者͋いまって高齢者の̡̦̤のҡ্・࣋にॏཁなׂを୲っています。ͦ の制度的基൫
で͋るҩྍ保ݥとհޢ保ݥとのؔについてまとめました。

●ཁ介護・ཁ支援の方に対する医療のఏڙは，ʮհޢ保ݥ༏ઌʯのݪଇにより，介護サービスでまかな͑るも
のについては，医療保険ではڅされないことになっていますʢ給付ௐʣ。本書では，ཁ介護・ཁ支援の
方について医療保険でࢉఆできない߲や，ݪଇ的にはࢉఆできないがࢉఆがՄ能となる߹などを具
体的に紹介し，実にཱつ内容となっています。
●࿈ܞ支援に携わるέアマωジϟー，医療ιーγϟルϫーΧーなどの専門৬をはじめ，医療と介護にかかわ
るあらΏる職छの方ʑにおקめしたい一冊です。

本ॻͷߏ

ᶗɹڅௐҰཡ

ংɹҩྍอݥとհޢอݥ

ᶘɹڅௐのϙΠϯτ

ᶙɹ૬ޓにؔ࿈するنఆ૯ཡ

ް生࿑ಇ省ൃग़のʮ給付調整௨知ʯのなかͰ給付調整の༰をදϨϕルͰ۩体
化しͯいるʮผࢴʯをɼʮ在ʯʮೖӃʯʮೖ所ʯผに࠶ฤ成しɼかつϑルΧϥーͰ見
す͘ ฤूɻෳࡶなن定一ͰΘかるよ͏ྀしましたɻ

医療保険・介護保険のׂ基本的なし͘Έをઆ໌した্Ͱɼ給付調整のҙຯ合い
をղઆしͯいますɻまたɼ給付調整をより໌շにཧղするために立つ知ࣝとしͯɼ
介護保険のサービスछྨ医療保険のදのߏ成についͯऔり্͛ͯいますɻ

ʮ在ʯʮೖӃʯʮೖ所ʯผにϙイントとなる߲をरい্͛ɼ給付調整の考͑方をղઆɻ
֤場໘における実のॿけになる͜とを೦಄にஔいたهड़となっͯ います（２৭）ɻ
　ʮ๚護ʯ͜Μなと͖介護保険・͜Μなと͖医療保険
　ʮϦϋビϦςーγϣンʯظੑٸ・ճ෮ظ・ҡظ࣋のྲྀΕといけ
　ʮ施設ೖ所ʯ特ཆ・健・介護医療ӃそΕͧΕಠ自の給付調整

給付調整のن定ͪΖΜɼදϙイントとなる߲をऩࡌしͯ いますɻ立体的・
ଟ໘的なཧղ͕Ͱ͖るよ͏ɼ֤छしͯ ฤूしͯ います（２৭１／৭）ɻ
（定نしたओなࡌܝ）
医Պද　ࣔࠂと௨知（介護保険との調整・連携に係るՕ所をൈਮ）
要介護ඃ保険者等Ͱ͋るױ者についͯ療ཆに要するඅ用のֹをࢉ定Ͱ͖る場合
（ࣔࠂ）
医療保険と介護保険の給付調整に関するཹҙ事߲ٴͼ医療保険と介護保険の૬ޓ
に関連する事߲等についͯ（௨知）

特ผཆ護人ϗーϜ等における療ཆの給付のऔѻいについͯ（௨知）
ٙٛղऍ（事連བྷ）

医 ɾྍհޢ
ௐガΠυڅ
定価　本ମ�,000円ʴ税（税込3,300円）

Ｂ５判・216頁
ISBN978-4-7894-0680-2 C3047 ¥3000E

商品NP�160450

ྩ和３年4月版

̧̏
ใु改ఆ
ରԠ

新ץ ʯʢ͍Θゆるʮ˓ʷදʯʣをࢴௐ௨ʮผڅ
࣮తʹΘかΓ͘͢ߏ࠶

ʮᶘɹڅௐͷϙΠϯτʯਤදをଟ༻
ͯ͠ΘかΓ͢͞をٻ
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հޢอݥɾ医ྍอݥ

๚ۀޢのखҾ
定価　本ମ�,�00円ʴ税（税込4,180円）

Ｂ５判・832頁
ISBN978-4-7894-0460-0 C3047 ¥3800E

商品NP�140620

ྩ和３年4月版

令和 3 年 4 月版

ਤදを༻͍ͯෳࡶͳ͘͠Έを
ΘかΓ͘͢ཧ

๚ޢεςʔγϣϯඞܞɹհޢอݥҩྍอݥࢉఆは͜ΕͰ0,！
●๚護ステーγϣンが行う介護保険・医療保険の๚ޢ業のਐめ方をまとめました。
●ステーγϣンの։ઃから，๚護の実ࢪ，අ༻のٻʢレセプトの作成ʣまで，ਤදをۦしてわかりや
すく解説しています。
●よくう༷ࣜからࠜڌとなる法 ・ྩ通知まで，業に関連するࢿྉをཏしたܾ定൛です。

ղઆฤɹ੍ͷ֓ཁ／๚ޢεςʔγϣϯͷ։ઃ／ऀۀࣄͷࢦ定／ӡӦ／հڅޢඅ／๚ྍޢཆඅ／ؔ࿈ྍใ
ु／公අෛ୲医ྍ　

༷ࣜूɹࢦ定ؔ／ӡӦؔ／ؔٻ／公අؔ

๏ྩɾ௨知ؔ
հޢอݥの͋Β·しʗհޢอݥのαʔϏείʔυද

本ॻͷߏ

̧̏
ใु改ఆ
ରԠ

ްੜ࿑ಇলൃग़ͷ̦ˍ̖を߲ผʹཧͯ͠ࡌܝ

ਵॴʹࢀরทͷ
Ҋをදࣔ

ষͷ಄ͰϙΠϯτを介

վఆ߲ࣄを໌解ʹ解説
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ࢱ༻۩とॅվमにͭいてわかΓす͘ղઆ
੍্のࠜڌࣔしͭͭɼ࣮ にཱͭΑ͏ฤू
●介護保険のڅϝニューのなかでもಠࣗのಛを࣋つʮ福祉༻۩ି༩ʯʮಛ定福祉༻۩ߪೖʯʮॅվमʯ
について，実にཱつ情報をまとめました。
●制度のશ体૾をわかりやすく解説するとともに，ࠜ を֬認できる内容ࡉし，詳ࡌܝจでݪ法ྩや௨をڌ
となっています。
●制度解説に加͑，福祉༻具・住改修のجຊతͳ༰について，ͦ の༷ଶや༻్，対者への適༻，༻
方法等も解説しています。
●福祉༻具専門相談һや介護支援専門һ，またϦϋビϦテーγϣン関連৬やݐங࢜などの専門৬の方や，保
険者ʢ市町村ʣで業を୲される৬һの方におすすめしたい一冊です。

本ॻͷߏ

̍　հޢอݥͱࢱ༻۩
①　福祉用۩の基本的な考͑方とऔ
ѻい方針

②　在サービスと福祉用۩
③　事業所の指定基४
④　指ಋಜとサービスの࣭の向্

ॅվ修අͷڅࢧ
①　サービスのྲྀΕ
②　住改मのछྨ
　̖　対となる住改म

४ج定ࢦ　̍
①　総ଇ
②　福祉用۩ି༩
③　指定ډ介護支援等
④　特定福祉用۩ൢച
ᶇ　ࡶଇ
ᶈ　介護予防福祉用۩ି༩
ᶉ　指定介護予防支援等の基४
ᶊ　特定介護予防福祉用۩ൢച

２　ࢱ༻۩ି༩
①　サービスのྲྀΕ
②　福祉用۩ି༩のछྨ
③　介護給付අのٻ

３　ߪ۩༺ࢱೖඅ
①　サービスのྲྀΕ
②　福祉用۩ߪೖのछྨ

　̗　福祉用۩の活用
③　支給ਃ࣌のʮཧ༝ॻʯとʮ見ੵॻʯ
④　住改मඅの支給基४

２　୯Ґද
サービスの௨ଇډ　①
②　福祉用۩ି༩
③　介護予防サービスの௨ଇ
④　介護予防福祉用۩ି༩

３　ି༩価֨上ݶ
①　福祉用۩ି༩ٴͼ介護予防福祉用
۩ି༩の基४
②　福祉用۩のશࠃฏିۉ༩Ձ֨ٴͼ
ି༩Ձ֨の্ݶ（令和３年̐月Ҏ߱）

ᶗɹࢱ༻۩

ᶘɹॅվम

ʢߟࢀʣิ ۩ɾৗ
ੜ׆༻۩

ᶙɹࢱ༻۩ʢհޢ
อڅݥʣのج४

̍　োऀ૯߹ࢧԉ法ͷิ۩අ
①　対となるิ۩のछ
②　ิ۩අの支給事のྲྀΕ
③　ิ۩අの支給定とܾ定

２　日ৗੜڅ۩༺׆ۀࣄ（Ҭ
ੜࢧ׆ԉۀࣄ）

３　ମোऀ༻品ͷফඅ税ඇ՝
税ͷऔѻ͍

ࢱ༻۩ɾॅվमガΠυ
定価　本ମ�,500円ʴ税（税込2,750円）

Ｂ５判・336頁
ISBN978-4-7894-0310-8 C2032 ¥2500E

商品NP�130280

ྩ和３年4月版

新ץ

１　հޢอݥͱࢱ༻۩Ⅰ　ࢱ༻۩

介
護
อ
ݥ
ͱ
福
祉
用
具

⿓հڅޢ付ʢཁհޢ者ʣと༧څ付ʢཁ支援者ʣ
　հޢ保ݥの保ݥ給付には，要հޢ者を対象とするհޢ給付と，要支
援者を対象とする༧給付が͋ります。それͧれについて福祉༻۩ି
与（հޢ༧福祉༻۩ି与）と福祉༻۩ߪೖඅ（հޢ༧福祉༻۩ߪ
ೖඅ）がઃఆされています（දのかけ෦）。
　福祉༻۩ି与のඅ༻は，要հޢ者にはհޢ給付のډհޢサービス
අ，要支援者には༧給付のհޢ༧サービスඅとして給付されます。

２۩༺ࢱαʔϏεとࡏ

˔ਤද２　հޢอݥのอڅݥ付Ұཡ

˔ਤද̏　ࢱ༻۩ି༩අʗߪ۩༺ࢱೖඅのجຊ的な͘͠Έ

հޢ給付ʢཁհޢ者ʣ ༧給付ʢཁ支援者ʣ
ᶃډհޢサービスඅʲډサービスʳ ᶃհޢ༧サービスඅʲհޢ༧サービスʳ

๚
サービス

๚հ護
๚ೖཋհ護
๚護
๚リハビリテーション

ʵ
հ護༧防๚ೖཋհ護
հ護༧防๚護
հ護༧防๚リハビリテーション

療ཆ理指導ډ հ護༧防ډ療ཆ理指導
通所
サービス

通所հ護
通所リハビリテーション

ʵ
հ護༧防通所リハビリテーション

期ೖ所
サービス

期ೖ所生活հ護
期ೖ所療ཆհ護

հ護༧防期ೖ所生活հ護
հ護༧防期ೖ所療ཆհ護

ܥॅډ 特定施ઃೖډ者生活հ護˒ հ護༧防特定施ઃೖډ者生活հ護˒
ࢱ༻۩ି༩ հ護༧防福祉用۩ି与

ᶄ地Ҭີணܕհޢサービスඅ ᶄ地Ҭີணܕհޢ༧サービスඅ
๚
サービス

定期८ճ・随࣌対応ܕ๚հ護護
間対応ܕ๚հ護

ʵ
ʵ

通所
サービス

地域密ணܕ通所հ護
認知症対応ܕ通所հ護

ʵ
հ護༧防認知症対応ܕ通所հ護

খ規多機能ډܕհ護 հ護༧防খ規多機能ډܕհ護

ܥॅډ
サービス

認知症対応ڞܕ同生活հ護˒
地域密ணܕ特定施ઃೖډ者生活հ護˒
地域密ணܕհ護ਓ福祉施ઃೖ所者生活հ護˒

հ護༧防認知症対応ڞܕ同生活հ護˒
ʵ
ʵ

ෳ合ܕサービス̡ 護খ規多機能ډܕհ護ʳ ʵ
ᶅډհޢ福祉༻۩ߪೖඅʢಛ定福祉༻۩ൢചʣ
　̡ サービスډ 　r

ᶅ հޢ༧福祉༻۩ߪೖඅʢಛ定հޢ༧福祉༻
۩ൢചʣ̡ հޢ༧サービスʳ

ᶆډհॅޢվमඅ ᶆհޢ༧ॅվमඅ
ᶇډհޢサービスܭըඅ
հ護支援ډ

ᶇհޢ༧サービスܭըඅ
　հ護༧防支援

ᶈࢪઃհޢサービスඅ
հ護ਓ福祉施ઃ
հ護ਓ保݈施ઃ
հ護医療Ӄ
հ護療ཆܕ医療施ઃ

ʵ

ᶉֹߴհޢサービスඅ ᶈֹߴհޢ༧サービスඅ
ᶊֹߴҩྍ合ࢉհޢサービスඅ ᶉֹߴҩྍ合ࢉհޢ༧サービスඅ
ᶋಛ定ೖ所者հޢサービスඅ ᶊಛ定ೖ所者հޢ༧サービスඅ
注ɿܥॅډサービス˒を利用しているときは，福祉用۩ି与・հ護༧防福祉用۩ି与の対とならない。

⿓έΞϓϥϯとܭ۩༺ࢱըにとͮ͘ࢱ༻۩のఏڙ
サービス（๚サービス・௨所サービޢհډ者はޢの要հࡏ　
ス・ظೖ所サービス・福祉༻۩ି与など）と身近なࢢொଜ୯Ґでఏ
，サービスを受けられます。要支援者についてもܕされる地域ີணڙ
հޢ༧の観からར༻できるサービスのछྨがఆめられています。
。されます※３ڙサービスは，έΞϓϥϯによりΈ合わͤఏࡏ　
ར༻者ෛ୲はׂ̍ですが，所ಘによりׂ̎またはׂ̏となります※４。
　֤個ผサービスを୲する事業所は，έΞϓϥϯにもとづき個ผ
サービス計画をࡦఆし，それにもとづきサービスをఏڙします。福祉
༻۩については，ି与とߪೖ（ൢച）が一体となった計画が࡞され
ます。
⿓ߪ۩༺ࢱೖಉҰ��ສԁ͕上ݶ
者・要支援者が，ಛఆ福祉༻۩を福祉༻۩の事業所かޢの要հࡏ　
らߪೖしたとき，福祉༻۩ߪೖඅが支給されます。ߪೖඅは，ݪଇと
してはঈؐいですが，ଟ͘のࢢொଜでは現物給付Խされています※̑。
　支給ֹは，実ࡍのߪೖඅからར༻者ෛ୲（ׂ̍・ׂ̎・ׂ̏）をࠩ
しҾいたֹです。ར༻者ෛ୲をؚむߪೖඅの্限（支給限度基४ֹ）は，
ಉ一度（݄̐からཌ݄̏まで）��ສԁです。ಛผな事がない限
りは，ಉ͡छ目はಉ一度̍ճの支給に限られています。

※4�一定以上所ಘ者（合計所
ಘֹۚ160万円以上220万
円ະຬ）は２ׂෛ୲，現
ฒΈ所ಘ者（同220万円以
上）は３ׂෛ୲。

※5�保ݥ者1571中822で，受
ྖҕいํ式（利用者が
事業者にߪೖ費の理受ྖ
を認めること）により現物
給付Խされている（ྩݩ
年度）。

հ護（հ護༧防）サーډ�3※
ビスと（հ護༧防）地域密
ணܕհ護サービスの合計ྔ
には，要հ護度に応じて１
Χ月当たり上限（۠分支給
限度ج४ֹ）が定められる。

հޢ༧ߪ۩༺ࢱೖඅ※2
ʢಛఆհޢ༧ࢱ༻۩ൢചʣ

ଇݪ
ঈؐ
͍

հޢ༧ࢱ༻۩ି༩අ※1
ʲհޢ༧αʔϏスඅʳ

ݱ
څ

ೖඅ※2ߪ۩༺ࢱޢհډ
ʢಛఆࢱ༻۩ൢചʣ

ଇݪ
ঈؐ
͍

ࢱ༻۩ି༩අ※1
ʲډհޢαʔϏスඅʳ

ಛఆհޢ༧
ࢱ༻۩ൢച
所ۀࣄ

հޢ༧
ࢱ༻۩ି༩
所ۀࣄ

ಛఆࢱ༻۩
ൢചۀࣄ所

ࢱ༻۩ି༩
所ۀࣄ

ॴۀࣄ
ཧऀ

ʢৗۈɾݪଇઐैʣ

ࢱ༻۩ઐ૬ஊһ
ʢৗ̎ࢉۈҎ্ʣ

ݱ
څ

ೖඅ※2ߪ۩༺ࢱޢհډ
ʢಛఆࢱ༻۩ൢചʣ

ଇݪ
ঈؐ
͍

ࢱ༻۩ି༩අ※1
ʲډհޢαʔϏスඅʳ

ݱ
څ

ཁ
հ
ޢ
̎
Ỗ
۩༺ࢱೖඅରͷߪ̑

ି༩ରͷࢱ༻۩
ࢱ༻۩
ըܭ

ཁ
հ
ޢ
۩༺ࢱೖඅରͷߪ̍

ି༩ରͷࢱ༻۩
ࢱ༻۩
ըܭ

ཁ
支
援

۩༺ࢱೖඅରͷߪ

ି༩ରͷࢱ༻۩
հޢ༧
ࢱ༻۩
ըܭ

ঢ়ଶ૾͔Β༻͕ఆ͠ʹ͍͘ं͍͢ͳͲछ保険
ͷର֎ˠछ͝ͱʹඞཁੑ͕ೝΊΒΕΔঢ়ଶʗڅ
ҩֶత所ݟʹΑΓඞཁͱ͞ΕΔ߹保険څͷର

ܰऀ

※１　一定の福祉用۩はି与Ձ֨の上限がઃ定
され，それを͑るି与Ձ֨はࢉ定できない

※２　支給限度ج४ֹはຖ年度 10 万円（自ݾ
ෛ୲を含むֹʗډհ護・հ護༧防の合ࢉ
ֹに適用）
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̎　ࢱ༻۩ି༩Ⅰ　ࢱ༻۩

福
祉
用
具
貸
与

※29�からͩの骨った෦分
に࣋続してѹഭ力がՃわ
り，݂ӷの॥障害をىこ
してൽෘがյࢮすることに
より生じる。চずれ。

※28�状の࠲໘で，用࣌
は，がுられた状ଶにな
る。

ᾈɹ༻がఆ͠に͘いঢ়ଶ૾
　ंいすは，าけない人ؒ࣌า͘ことがࠔ難になった人がར༻す
る福祉༻۩です。そのため，つかまらないでา行している場合の༻
はఆしに͘いでしΐう。また，ిಈิॿஔについては，重度のೝ
知のためهظԱ等がஶし͘障害されている場合等は，ిಈंいす
の安શなૢํ࡞法をशಘすることはࠔ難とߟえられることから，ʮ要
հ̑ޢʯでの༻はఆしに͘いでしΐう。
　ंいす付ଐついては，ܰ度者（要支援̍，̎ および要հ̍ޢ）に
対してݪଇとして支給されまͤΜ。
ᾉɹհޢอݥରͷྫ
①Ϋοションまたはパου
　ंいすのγーτまたはഎもたれにஔいて༻することができるܗঢ়
のものに限ります。
　ंいすの࠲໘は௨常スϦϯάγーτ※28で͋り，Ϋογϣϯ性࢟
の保࣋機能はし͘なっています。このため，࠲Ґの࢟保࣋安
ఆ性をߴめること，また，᧘ᚃ※29の༧᙭௧の؇を目的にᢈ෦
に加わるѹྗをࢄするΫογϣϯύουを༻います。
　ंいす༻Ϋογϣϯのૉࡐは，ϨλϯϑΥーϜ，ήϧ，ΤΞなど
が͋り，これらをෳ合的にߏしたΫογϣϯも͋ります。ᢈ෦がલ
ํにずれるなどの࠲Ґ࢟の่れをࢭするためにۂ໘ܗঢ়にしたり
ΞϯΧーを付けたりするなどのをしたものも͋ります。
②ి動ิ助ஔ（ਤද��）
　ࣗ༻ඪ४ंܕいすまたはհॿ༻ඪ४ंܕいすにணして༻いるి
ಈஔで，ిಈஔのಈྗにより，ۦಈྗのશ෦または一෦をิॿす
る機能を有するものに限ります。

˔ਤද��　ిಈิॿஔ

ᾇɹಛ
　ंいす付ଐとは，ंいすおよびిಈंいすにؔする付ଐのこと
で，ंいすと一体的に༻します。ंいすの࠲໘またはഎもたれにஔ
いて༻するΫογϣϯまたはύου，ిಈิॿஔ，ςーϒϧ，ϒ
ϨーΩ等が͋ります。

ंい͢付ଐ

ࣔࠂ
　Ϋοション，ి動ิ助ஔ等であって，ंいすと一体的に用されるものに限る。
௨
　ି与ࣔࠂ第２߲に͛ܝる「ंいす付ଐ」とは，利用することにより，当該ंいすの利用ޮ
Ռの૿ਐにࢿするものに限られ，ྫ͑࣍に͛ܝるものが該当する。
　なお，同߲にいう「一体的に用されるもの」とは，ंいすのି与のࡍにซせてି与される
付ଐຢはطに利用者がंいすを用している場合にି与される付ଐをいう。
ᾇɹΫογϣϯຢύου
　ंいすのシートຢはഎもたれにஔいて用することができるܗ状のものに限る。
ᾈɹి動ิॿஔ
　自用ඪ४ंܕいすຢはհ助用ඪ४ंܕいすにணして用いるి動ஔであって，当該ి動
ஔの動力により，ۦ動力のશ෦ຢは一෦をิ助する機能を有するものに限る。
ᾉɹςーϒϧ
　ंいすにணして用することがՄ能なものに限る。
ᾊɹϒϨーΩ
　ंいすの度を制ޚする機能を有するものຢはंいすをݻ定する機能を有するものに限る。

հޢใु2�" 付ଐのΈのି༩ɹ保険څのՄ൱

հޢอݥͷڅΛड͚ͣにंい͢ɼಛघ৸Λ༻͠ていΔ者がɼंい͢ଐɼಛघ৸ଐͷΈͷ
ି༩Λड͚ͨ߹ͰɼհޢอݥͷڅରͱなΔ͔ɻ
の給付を受けているか൱かݥ用している場合には，これらについてհ護保にंいす，特घ৸をط　�　
にかかわらず，ंいす付ଐ，特घ৸付ଐのΈのି与について保ݥ給付を受けることはՄ能である。
（/P.1209　)12.11.22　հ護保ݥ最৽情報WPM.93　福祉用۩ି与ٴͼॅ改मのൣғのมߋに係る2�"
について）

付ଐをՃしͯି༩する合ɹ体のঢ়گの変化等により必ཁが͋る߹

ंҜࢠϕουΛआΓͨޙɼମͷঢ়گͷมԽにΑΓඞ要が͋Δ߹にɼଐͷΈΛՃ͠てି༩
Λड͚Δ͜ͱ可能͔ɻ
　�　平成12年１月31日ا第34߸通知の付ଐのઆ明に記ࡌされているとおり，طに利用者がंҜࢠや
特घ৸をհ護保ݥの給付としてି与されている場合，後からՃ的にି与される場合もࢉ定できる。
（/P.1217　)12.4.28事務連絡　հ護保ݥ最৽情報WPM.71　հ護報ु等に係る2�"�WPM.2）
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ਤදをଟ༻ͯ͠ෳࡶͳ制
度をΘかΓ͘͢ཧ

ग़యࡉଇͳͲɼཧ解
をਂΊるͨΊͷऍを
ຊจӈཝʹࡌܝ

　支給ֹは，実ࡍのߪೖඅからར༻者ෛ୲（ׂ̍・ׂ̎・ׂ̏）をࠩ　支給ֹは，実ࡍのߪೖඅからར༻者ෛ୲（ׂ̍・ׂ̎・ׂ̏）をࠩ

介護保険制度を
த৺ʹ解説͠ɼ
ࠒͷۀ͕͠
͘Έからかる

介護保険څʹͭ
͍ͯͷް࿑লٙٛ
解ऍʢ̦ˍ̖ʣ
߲͝ͱʹࡌܝ

Πϥετをଟ༻͠ɼ
ɾॅվमؔ࿈۩༺ࢱ
ద࠷ͷॳऀʹۀࣄ

　ࣗ༻ඪ४ंܕいすまたはհॿ༻ඪ४ंܕいすにணして༻いるి
ಈஔで，ిಈஔのಈྗにより，ۦಈྗのશ෦または一෦をิॿす

ࢱ༻۩ͷಛ༻͕
ఆ͠ʹ͍͘ঢ়ଶ૾ɼް࿑ল
ɾ௨ͷใをཏࣔࠂ

հޢอݥ

̧̏
ใु改ఆ
ରԠ
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հޢใु�վਖ਼のղઆ
定価　本ମ�,500円ʴ税（税込4,950円）

̖̐ 判・1,128頁
ISBN978-4-7894-7074-2 C3032 ¥4500E

商品NP�700064

ྩ和３年4月版

●ྩ̏�݄のհޢใुվ定の֓ཁ，すべてのサービスについての介護報ुʢ୯Ґදʣ・ࢦఆ基準の新
ࠂ対রද，関係چ ・ࣔ関係通知の改正点を৹ٞ会等でのࢿྉにもとづきूしました。

●改ఆ対応業のためのఆ本として，改ఆの֓ཁ，୯Ґද・新چ対রදのॏཁࢿྉは，2৭りでվਖ਼
͕໌շにわかるように࡞するなど，実に׆༻しやすい一冊です。

հޢใुվఆのؔ࿈ࢿྉͳͲの࠷新ใをू
新ใुのϙΠϯτを໌շにఏࣔした୲者ඞܞのॻ

ᶗ ྩ̏հޢใुվఆの֓ཁ
ᾇվ定ʹΔج本తͳํ͑ߟʙج本ೝࣝ
ᾈվ定ͷओͳ߲ࣄʹ͍ͭͯ
ᾉվ定ʹ͓͚Δվ定߲ࣄʹ͍ͭͯ

ᶙ հޢใुのࢉఆߏ
ᾇډαʔϏε・հޢ༧αʔϏε
ᾈҬີணܕαʔϏε・Ҭີணܕհޢ༧αʔϏε
ᾉډհࢧޢԉ・հޢ༧ࢧԉ
ᾊࢪઃαʔϏε

ᶘ հڅޢඅ୯Ґද新چ対রද
ᾇډαʔϏε　ᾈډհࢧޢԉ　ᾉࢪઃαʔϏε
ᾊհޢ༧αʔϏε　ᾋҬີணܕαʔϏε
ᾌҬີணܕհޢ༧αʔϏε　ᾍհޢ༧ࢧԉ

本ॻͷߏ

ᶚ ४লྩのվਖ਼ج

ᶛɹؔࣔࠂ
ᶜɹྩ̏հޢใुվఆ�ใुؔ௨知
ᶝɹྩ̏հޢใुվఆج�४ؔ௨知
ᶞɹಧग़ؔٴͼؔٻ
ᶟɹྩ̏հޢใुվఆにؔする̦ˍ ʢ̖7PM��

ʙ�ʣ
�࿈བྷࣄɹߟࢀ ɹ新ܕίϩφΠϧεײછ症にる
հޢαʔϏεۀࣄॴのਓһج४のྟ࣌తͳऔѻ
いにͭいてʢୈ��ใʣ

Ͳͷ߲͕ͲͷΑ͏ʹ
վਖ਼͞Εͨͷか͕Θか
Γ͍͢৽چରরࣜܗ
Ͱใをఏࣔ

ʮࢉఆߏʯͰ֤αʔϏεͷ
をҰཡͰ߲ࢉຊ߲ɾՃج
දࣔɻվਖ਼Օॴ৭ΓͰͻ
ͱͰѲՄ

̧̏
ใु改ఆ
ରԠ

ɻ改定のϙインࡌܝऴਃஈ֊の৹議会資料を見す͘࠷
トをͻとͰѲͰ͖ますɻ

基本サービスඅ֤छのՃࢉを新چ対রදのࣜܗͰࡌܝɻ
୯Ґの૿ݮ新設߲͕ૉૣ͘確認Ͱ͖ますɻ

改定ޙの͞まざまなऔѻいのมߋをまとめͯいますɻ

サービス͝とにࢉ定߲を一ཡදにまとめたࢉ定ߏɻ改
正Օ所を৭りにしͯ 見けす͘ なっͯ いますɻ

事業所・施設の人һஔ運営についͯɼ見直す͖ϙイン
トをΘかりす͘ ఏࣔしͯ いますɻ
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հޢใुのٻɾέΞϓϥϯの࡞に༻いるαʔϏείʔυදをશऩࡌ
にるվఆのશを͜のҰɾ୯Ґදとɼ୯Ґにߏఆࢉ

ᶗɹղઆฤ
ᶃαʔϏε利༻ͷྲྀΕͱରαʔϏε
ᶄհޢใुΛن定͢Δ୯Ґද
ᶅ୯ҐදΛਤࣜԽͨ͠ࢉ定ߏ
ᶆαʔϏεΛίʔυԽ͠ཏͨ͠αʔϏείʔυද
ᶇʮհޢใुʯΛ月୯ҐͰٻ
ݮඅͷෛ୲ͷܰࡏ४ֹɼ̍୯Ґͷ୯価ɼ৯අ・جݶڅࢧ˞

本ॻͷߏ

˓介護報酬のٻ・給付ཧ等に関しɼʮ୯Ґදʯʮࢉ定
ʯʮサービスコーυʯとなにかとい͏基本的な知ࣝߏ
を整ཧしͯ いますɻ
˓またɼ۠ 支給ݶ度基४ ・ֹ地域۠１୯Ґの୯Ձ・ิ
給付についͯなͲɼඞ要な報をࡌܝしͯ いますɻ

ᶘɹαʔϏείʔυฤʢ୯Ґද新چ対রදʣ
ᶃډαʔϏε
ᶄҬີணܕαʔϏε
ᶅډհࢧޢԉ
ᶆࢪઃαʔϏε
ᶇհޢ༧αʔϏε
ᶈҬີணܕհޢ༧αʔϏε
ᶉհޢ༧ࢧԉ

サービスɼ地域ີண型サービスډしɼࢹいউखを重˓
なͲの大͖な۠にとͲまΒ ɼͣ๚介護ɼؒ対応型๚
介護等ɼʮ୯Ґද新چ対রදʯとʮサービスコーυʯ
をɼ֤ サービス͝とにりけͯࡌܝしͯ いますɻ
˓またɼサービスコーυをߏ成する߲͕ɼ୯Ґදにおい
ͯͲ͜に͞ࡌܝΕͯいるのか等ɼ参রઌを໌ࣔする͜
とͰɼ༗機的なつな͕りをっͯ まとめͯいますɻ

ᶙɹࢉఆߏฤ
ᶃډαʔϏε・հޢ༧αʔϏε
ᶄҬີணܕαʔϏε・Ҭີணܕհޢ༧αʔϏε
ᶅډհࢧޢԉ・հޢ༧ࢧԉ
ᶆࢪઃαʔϏε

˓基本୯ҐՃࢉݮなͲɼ୯Ґදにおいͯจষによ
り͞ࡌهΕͯいたن定を図ࣔしたɼʮࢉ定ߏʯをཏし
ͯいますɻ
ʮ˓Ⅱ　サービスコーυฤʯの参রઌを໌ࣔするなͲɼʮ୯
Ґදʯʮサービスコーυʯとのつな͕りを重ࢹしࡌܝし
ͯいますɻ

ᶚɹʢ૯߹ؔۀࣄ࿈ʣ ˓サービス事業の֓要の΄かɼن͕ࠃ定する基४（୯Ґ
等）ɼサービスコーυදɼࢉ定ߏをࡌܝしͯ いますɻ

●հޢใुのٻや，έΞϓϥϯの࡞・給付ཧにඞཁとなる「サービスコーυ」をཏしています。また，
߹成୯Ґのݩとなる୯Ґ表を৽چରর表ࣜܗでࡌܝ。サービスごとにまとめているため，サービスコー
υのࠜڌと͋わせて֬認できます。
●さらに，୯Ґදをビジュアルにਤࣔした「ࢉఆߏ」も掲載。ʮ୯Ґ表ʯʮࢉ定ߏʯʮサービスίーυʯ

のつͳ͕りをҰにू。ͦれͧれの参রՕॴをஸೡにࣔすことで，解な୯Ґදのߏ成を読み解
くとともに，߹ܭおよͦ25000コーυにもٴͿ合୯Ґのࠜڌを確認で͖ます。

定価　本ମ�,500円ʴ税（税込3,850円）

"4判・912頁
ISBN978-4-7894-0321-4 C3032 ¥3500E

商品NP�130351

ྩ和３年 月̐版
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ߏ定ࢉใुのޢ༧サービスのհޢ定հࢦ・サービスډ定ࢦ　⬟

� ๚հޢඅ
注

ຊ෦分ج

所要࣌間が20分
からࢉىして25分
を૿す͝ とにʴ67୯Ґ
（201୯Ґを限度）

ʷ200
�100

⑴20分ະຬ� （167୯Ґ）
⑵20分以上30分ະຬ� （250୯Ґ）
⑶30分以上1࣌間ະຬ� （396୯Ґ）
間以上�（579୯Ґに30分を૿す࣌͝1⑷ とにʴ84୯Ґ）
⑴20分以上45分ະຬ� （183୯Ґ）
⑵45分以上� （225୯Ґ）

ト ˒
հ護職һॲ۰
改ળՃࢉ

ハ�通Ӄ等߱հ助� （1ճにつき　99୯Ґ）

Π
身体հ護

Π～ハ�1��ʙ
訪
問
介
護
費
又
は
共
生
型
訪
問
介
護
費

ϩ
生活援助

χ�˒�ॳճՃࢉ� （1月につき　ʴ200୯Ґ）

ϗ�˒
生活機能上
連携Ճࢉ

身体հ護の⑵～
⑷にҾき続き生
活援助を行った
場合

間ຢは
早ேの場合
ʴ25�100

ਂの場合
ʴ50�100

特定事業所Ճࢉ（ᶗ）
ʴ20�100

特定事業所Ճࢉ（ᶘ）
ʴ10�100

特定事業所Ճࢉ（ᶙ）
ʴ10�100

特定事業所Ճࢉ（ᶚ）
ʴ5�100

注
間एしく
は早ேの場
合ຢはਂ
の場合

ɿ「特別地域๚հ護Ճࢉ」ɺ「中ࢁ間地域等におけるখ規事業所Ճࢉ」ɺ「中ࢁ間地域等にॅډする者のサービス提供
Ճࢉ」ɺ「հ護職һॲ۰改ળՃࢉ」ٴͼ「հ護職һ等特定ॲ۰改ળՃࢉ」はɺ支給限度ֹ理の対֎のࢉ定߲目

　「事業所と同一ݐ物の利用者ຢはこれ以֎の同一ݐ物の利用者20ਓ以上にサービスを行う場合」を適用する場合はɺ支給
限度ج४ֹのࢉ定のࡍɺ当該ࢉݮલの୯Ґをࢉೖ

※緊急࣌๚հ護Ճࢉのࢉ定࣌に限りɺ身体հ護の⑴20分ະຬにҾき続きɺ生活援助を行うこともՄ能。
※հ護職һॲ۰改ળՃࢉ（ᶚ）ٴͼհ護職һॲ۰改ળՃࢉ（ᶛ）についてはɺྩ４年３月31日までࢉ定Մ能。
※ྩ３年̕月30日までの間はɺ๚հ護費のΠからハまでٴͼ「身体հ護にҾき続き生活援助を行った場合」についてɺ所定୯Ґ
のઍ分のઍ一に相当する୯Ґをࢉ定する。�˒

特定事業所
Ճࢉ（ᶛ）

˒
ʴ３�100

注
特定事業所Ճࢉ

ʴ15�100

注�˒
特別地域๚հ
護Ճࢉ

ʴ10�100

注�˒
中ࢁ間地域等に
おけるখ規事
業所Ճࢉ

ʴ5�100

注�˒
中ࢁ間地域等に
する者のॅډ
サービス提供Ճ
ࢉ

1ճにつき
ʴ100୯Ґ

注�˒
緊急࣌๚հ護
Ճࢉ

注
2ਓの๚
հ護һ
等による
場合

⑵հ護職һॲ۰改ળՃࢉ（ᶘ）
� （1月につき　ʴ所定୯Ґʷ100�1000）

⑴հ護職һॲ۰改ળՃࢉ（ᶗ）
� （1月につき　ʴ所定୯Ґʷ137�1000）

⑵生活機能上連携Ճࢉ（ᶘ）
（１月につき　ʴ200୯Ґ）

⑴生活機能上連携Ճࢉ（ᶗ）
（１月につき　ʴ100୯Ґ）

ϔ�˒
認知症専門
έアՃࢉ ⑵認知症専門έアՃࢉ（ᶘ）

（1日につき　ʴ4୯Ґ）

⑴認知症専門έアՃࢉ（ᶗ）
（1日につき　ʴ3୯Ґ）

⑴հ護職һ等特定ॲ۰改ળՃࢉ（ᶗ）
� （1月につき　ʴ所定୯Ґʷ63�1000）
⑵հ護職һ等特定ॲ۰改ળՃࢉ（ᶘ）
� （1月につき　ʴ所定୯Ґʷ42�1000）

⑶հ護職һॲ۰改ળՃࢉ（ᶙ）
� （1月につき　ʴ所定୯Ґʷ55�1000）
⑷հ護職һॲ۰改ળՃࢉ（ᶚ）

（1月につき　⑶の90�100）
ᾋհ護職һॲ۰改ળՃࢉ（ᶛ）

（1月につき　⑶の80�100）

注�˒
๚հ護を行う場合ܕ生ڞ

注 ˒
事業所と同一ݐ物の利用
者ຢはこれ以֎の同一ݐ
物の利用者20ਓ以上に
サービスを行う場合

指定ډհ護事業所で障害者ډ
հ護ै業者ݚૅجम՝程मྃ者等

により行われる場合
ʷ70�100

指定ډհ護事業所でॏ度๚հ
護ै業者ཆ成ݚममྃ者により行

われる場合
ʷ93�100

指定ॏ度๚հ護事業所が行う場合
ʷ93�100

事業所と同一ݐ物の利用
者ຢはこれ以֎の同一ݐ
物の利用者20ਓ以上に
サービスを行う場合

ʷ90�100
事業所と同一ݐ物の利用
者50ਓ以上にサービスを

行う場合
ʷ85�100

ν ˒
հ護職һ等
特定ॲ۰改ળ
Ճࢉ

୯Ґද　　　　　　ˠ130
サービスίーυද　　ˠ134
˒ɿݸ別Ճࢉݮίーυˠ139

注
所定୯ҐはɺΠからϔま
でによりࢉ定した୯Ґ
の合計

注
所定୯ҐはɺΠからϔま
でによりࢉ定した୯Ґ
の合計
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のઍ分のઍ一に相当する୯Ґをࢉ定する。�˒⑵հ護職һ等特定ॲ۰改ળՃࢉ（ᶘ）
� （1月につき　ʴ所定୯Ґʷ42�1000）

特定ॲ۰改ળ でによりࢉ定した୯Ґ
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事業所と同一ݐ物の利用
者ຢはこれ以֎の同一ݐ
物の利用者20ਓ以上に
サービスを行う場合

事業所と同一ݐ物の利用
者ຢはこれ以֎の同一ݐ
物の利用者20ਓ以上に
サービスを行う場合

事業所と同一ݐ物の利用
者50ਓ以上にサービスを

հޢใु
αʔϏείʔυͱࢉఆߏ
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Ҭڞੜࣾձの࣮ݱをਤるためのհޢอݥ๏վਖ਼๏をৄࡉにղઆ
ୈ̔ܭظըؒظͰԿがมわるのかɼվਖ਼のϙΠϯτをऩࡌ
●ୈ̔期ܭը期ؒで͋るྩ̏年݄̐等実施となる，հޢ保ݥ制度のվਖ਼を，ਤ表を活༻しͯビδϡΞル

にまとめるとともに，ࠜ 。となる法ྩฤも͋わせて掲載していますڌ
●これからの介護保険制度に関連する，ॏత支援体制උࣄ業やࣾձ福祉࿈ܞਪਐ法ਓのઃをり
。ੜ社会の実現を推進するશ体૾を紹介しますڞΜͩ社会福祉法の改正など，地域ࠐ

本ॻͷߏ

ʦྩ݄࣮̏̐施ʧհޢอ੍ݥվਖ਼のϙΠϯτ
ղઆฤ

ংɹྩ̎վਖ਼๏のશମ૾ ◯地域共生社会をめざす改正法の成立

๏ྩฤ
Ⅰ　地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年改正法）

Ⅱ-１　医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年改正法）

Ⅱ-２　令和元年改正法関連の政省令改正

Ⅲ　その他の介護保険法関連法令の改正

Ⅳ　介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（案）

Ⅴ　認知症施策推進大綱等

Ⅵ 〔参考〕介護保険制度における新型コロナウイルス感染症への対応等

Ⅶ 〔参考〕令和３年度介護報酬改定関連資料

ᶗɹհޢ༧ɾ݈ͮ߁ Γ͘の推進
（݈康ण໋ͷԆ৳）

①一般介護予防事業等の推進　②総合事業のより効果的な推進
③ケアマネジメントの環境整備の検討等
④地域包括支援センターの機能・体制強化等

ᶘɹอݥ者機能のڧԽ
（Ҭอݥͱͯ͠ͷҬͷͭͳ͕Γػ・Ϛ
ωδϝϯτػ）

①自立支援・重度化防止に向けたPDCAプロセスの推進
②保険者機能強化推進交付金の強化・見直し　③調整交付金の見直し
④データ利活用の推進

ᶙɹҬแׅέΞγεςϜの推進
（ଟ༷ͳχʔζʹରԠͨ͠հޢͷఏڙ・උ）

①介護サービス基盤・高齢者向け住まい
②医療・介護の連携

ᶚɹ認知症施策の૯߹తͳ推進 ①認知症施策推進大綱（令和元年６月）
②大綱にそった認知症施策の推進

ᶛɹ࣋ଓՄ能ͳ੍のߏங ①介護人材の確保　②介護現場の革新　③給付と負担

ͦのଞの՝ ①要介護認定制度の見直し　②住所地特例の在り方に関する議論

ɹྩ̎վਖ਼๏にΑるࣾձࢱ๏の
վਖ਼

社会福祉法の見直しによる地域共生社会の推進／重層的支援体制整備
事業の新設等／社会福祉連携推進法人の創設

96

ᶙɹҬแׅέアγスςϜͷਪਐʢଟ༷ͳχʔζʹରԠͨ͠հޢͷఏڙɾඋʣ

97
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在宅医療・介護連携推進事業の見直し3
հޢ保ݥ制度におけるࡏҩྍ・հޢの࿈ܞਪ進については，ࡏ
ҩྍ・հޢ࿈ܞਪ進事業として，地域支援事業のแׅ的支援事業にҐ
ஔづけられています˞��。ここではࢢொଜがओ体となり，۠ࢢ܊ҩࢣ
会等ؔஂ体と࿈ܞしつつऔりΈますʲ法第115条の45第２߲第࢛߸ 。r
　ैདྷのࡏҩྍ・հޢ࿈ܞਪ進事業では，ҩྍにؔするઐ的知ࣝ
を有する者がհޢサービス事業者，ډにおけるҩྍをఏڙするҩྍ
機ؔその他のؔ者の࿈ܞをਪ進するものとして，地域のҩྍ・հޢ
資ݯのѲなど，̔つの事業をҐஔづけていました˞��。
　ฏ��݄̐のஈ֊で，すべてのࢢொଜが̔つの事業を実ࢪし，ま
た，ׂ̒のࢢொଜでは，地域の実にԠ͡て事業でఆめられた߲目
Ҏ֎も実ࢪするなど，औりΈのఆண・がりがग़ていました。
˔ୈ͔̔ظΒͷࡏҩྍɾհޢ࿈ܞਪਐۀࣄͷݟ͠（ਤ̒）
　一ํで，ʮকདྷ的なࡏҩྍ・հޢ࿈ܞਪ進事業の͋るべき࢟をΠ
ϝーδできていないことʯを՝としてڍげるࢢொଜがଟ͋͘りまし
た。さらにೝ知ࡦࢪਪ進େߝऔりにؔするಈも౿まえ（հޢ
保ݥ෦会ҙݟ），次のようなݟしが行われる༧ఆです。

　ྩ̎��݄にはհޢ保ݥ法ࢪ行نଇがվਖ਼され，この事業は，他
の地域支援事業等と࿈ܞしてҎԼの⁞からの事業を実ࢪするものと
してݟされています（ྩ݄̏̐̍日ࢪ行ɿਤ̓）˞��

※�12

※�12

（Π）ࡏ医療・հ護連携の
՝のநग़と対応ࡦのݕ౼，
（）れ目のないࡏ医療
とࡏհ護の提供体制のߏங
ਪਐ，（Τ）医療・հ護関係
者の情報ڞ有の支援，（Φ）
医療・հ護関係者に関すࡏ
る相談支援，（Χ）医療・հ
護関係者のݚम，（Ω）地域
ॅ民の普ܒٴ発，（Ϋ）ࡏ
医療・հ護連携に関する関
係市町村の連携。なお，こう
した̔つの事業߲目は，܊市
۠医ࢣ会等（地域の医療機関
や他のஂ体を含む）のҕୗ
もՄ能です。

地域の実情に応じたऔりΈ内༰のॆ実を図りつつ，1%$"サΠΫルにそっ
たऔりΈをさらにਐめられるよう，第̔期計画期間から見直し

①�現状規定する̔つの事業について，1%$"サΠΫルにそったऔりΈを実
施しやすくなるよう，以下のํ͑ߟで見直し

ʵ現状分ੳや՝Ѳ，ا画・立Ҋ等に関する事業を整理し，औりΈ
झࢫを明確Խ
ʵ地域の実情に応じたऔりΈがՄ能となるよう，事業બをՄ能に
ʵ他の地域支援事業にͮجく事業と連携し，実施するよう明確Խ

②手Ҿき等のなかで，以下の内༰を明確Խ

ʵ認知症施ࡦやऔりに関するऔりΈをڧԽすること
ʵ都道府県による市町村支援のॏ要性（医ࢣ会等の関係機関との調整，
情報発৴，ਓࡐ育成等）

③�1%$"サΠΫルにそったऔりΈを後ԡしできるよう，ධՁ指ඪをࣔす。
あわせて，地域แׅέア「見͑るԽ」システϜを活用し，見͑るԽをਪਐ

※�12ɿ「հ護保ݥ法施行規則の
一෦を改正するলྩ」（ྩ
２年ް生࿑ಇলྩ第176
߸）。このほか，表内でࣔし
た「手Ҿき」もྩ３年̕月
に改గ（ࡏ医療・հ護連携
ਪਐ事業の手Ҿき7FS.３）。
また，「հ護༧防・日常生活
支援総合事業の円滑な実施を
図るための指」（平成27年
ް生࿑ಇলࣔࠂ第196߸），
「հ護༧防・日常生活支援総
合事業のガΠυラΠンについ
て」（平成27年発0605第
̑߸），「地域支援事業の実施
について」（平成18年発
0609第１߸）等にも，必要
な見直しが行われる༧定です。

医療・հ護連携に関して，必要な情報のऩू・整理・活用，՝のࡏ�⁞
Ѳ，施ࡦのا画・立Ҋ，医療・հ護関係者に対するप知を行う事業

 �地域の医療・հ護関係者からのࡏ医療・հ護連携に関する相談に応じ，
必要な情報の提供およͼ助言その他必要な援助を行う事業

発を行ܒٴ医療・հ護連携に関する地域ॅ民の理ղをਂめるための普ࡏ�
う事業

�医療・հ護関係者間の情報のڞ有を支援する事業，医療・հ護関係者に対
して，ࡏ医療・հ護連携に必要な知識の習ಘおよͼ当該知識の上のた
めに必要なݚमを行う事業その他の地域の実情に応じて医療・հ護関係者
を支援する事業

˙�地域の社会ݯࢿ（医療機関，հ護事業所
　の機能等）や，ࡏ医療やհ護サービスの
　利用者の情報Ѳ
˙�কདྷのਓޱ動ଶ，地域特性に応じたχー
　ζのਪ計（ࡏ医療など）
˙�情報を整理しリストやϚοϓ等必要なഔ
　体をબしてڞ有・活用
会等関係機関との協ಇがॏ要ࢣからの医࣌画立Ҋا※

現状分析・課題抽出・施策立案
対応ࡦのධՁの実施

地域のめ͟すべき࢟

ॅ��ຽ

ʻ市町村におけるி内連携ʼ　総合事業など他の地域支援事業との連携や，ࡂ害・ٹ急࣌対応のݕ౼

対応策の実施 ʻॊೈな実施がՄ能となるよう見直し༧定ʼ

ܞொଜͷ࿈ࢢにؔ͢Δؔܞ࿈ޢҩྍ・հࡏ�˓
　˙�ೋ࣍医療ݍ内にある市۠町村等における広域連携が必要な事߲についてݕ౼・支援
　˙�分ੳに必要なデーλの分ੳの支援　　˙�都道府県の医療およͼ福祉の両෦ہの連携
　˙�関係ஂ体（都道府県医ࢣ会などの県୯Ґの機関）との調整や，市町村が地域の関係ஂ体と
　　連携体制をߏஙするࡍの支援
˓�Ҭҩྍߏ・ҩྍܭըͱͷ߹

都道府県（保健所等）による支援

※1ɿ市町村୯ಠでの相談૭ޱઃஔがࠔ難な場合は，ॊೈな対応もݕ౼。

$IFDL

"DU

ධՁ

改ળ

1MBO
計画

%0
実行

れ目のないࡏ医療とհ護の提供体制のߏங
（औりや認知症の対応をڧԽ）

○ 医療・介護関係者に関する相談支援
　˙�ίーデΟωーλーのஔ等による相談
　　૭ޱのઃஔ※1

　˙�関係者の連携を支援する相談会の։࠵

○ 地域住民への普及啓発
　˙�地域ॅ民等に対するߨԋ会やシンϙδ
　　Ϝの։࠵
　˙�प知ࢿྉや)1等の作成

○ 医療・介護関係者の研修
　˙�多職छの協ಇ・連携に関するݚम
　　の実施（地域έア会ٞ含む）
　˙�医療・հ護に関するݚमの実施

○ 医療・介護関係者の情報共有の支援
等に࣌でのऔりやೖୀӃࡏ�˙　
　　活用できるような情報ڞ有πール
　　の作成・活用

ொଜࢢ

հؔޢ者ҩྍؔ者
・会等の関係ஂ体ࢣ医）（հ護支援事業所などډ）

๚護等の事業者など）

˗ਤ̒　ୈ̔ظհޢ保ࣄݥ業ܭըؒظからのਐめ方

（２年̓月31日ྩ）「୲当՝会ٞݥશ国հ護保」ྉɿࢿ

˗ਤ̓　ࡏҩྍ・հޢ࿈ܞਪਐࣄ業にるհޢ保ݥ法نߦࢪଇのվਖ਼ʤ৽ˠ৽ઃʗ　ˠআʥ
改正後 改正લ

ɹ（๏ୈ���ͷ��ୈ߲̎ୈ࢛߸ͷްੜ࿑ಇলྩͰఆΊ
Δࣄ業）

ୈ���ͷ��ͷ̔　法第115条の45第２߲第࢛߸のް
生࿑ಇলྩで定める事業は，市町村が，同߸に規定
する連携をਪਐするに当たり，ࡏ医療ٴͼհ護が
円滑に提供されるΈのߏஙを目的として行う࣍
に͛ܝる事業であって，地域支援事業（同߸に規定
する事業をআく。）その他のࡏ医療ٴͼհ護に関
する施ࡦとの連携を図るものとする。
一 地域におけるࡏ医療ٴͼհ護の提供に必要な
当該提供に携わる者その他の関係者の連携（以下
という。）に関して，必要「医療・հ護連携ࡏ」
な情報のऩू，整理ٴͼ活用，՝のѲ，ࡏ
医療・հ護連携に関する施ࡦのا画ٴͼ立Ҋ（医
療関係者ٴͼհ護サービス事業者その他の関係者
（以下この条において「医療・հ護関係者」とい
う。）とڞ同して行うものとする。），ฒͼに医
療・հ護関係者に対してप知を行う事業
ೋ　（ུ）ʤࡏ医療・հ護連携に関する相談支援ʥ
発ʥܒٴʤ地域ॅ民の普（ུ）　ࡾ
࢛ 医療・հ護関係者間の情報のڞ有を支援する事
業，医療・հ護関係者に対して，ࡏ医療・հ護
連携に必要な知識の習ಘٴͼ当該知識の上のた
めに必要なݚमを行う事業その他の地域の実情に
応じて医療・հ護関係者を支援する事業

ɹ（๏ୈ���ͷ��ୈ߲̎ୈ࢛߸ͷްੜ࿑ಇলྩͰఆΊ
Δࣄ業）
ୈ���ͷ��ͷ̔　法第115条の45第２߲第࢛߸のް
生࿑ಇলྩで定める事業は，࣍に͛ܝる事業とする。
一 地域におけるࡏ医療ٴͼհ護に関する情報の
ऩू，整理ٴͼ活用を行う事業
ೋ 医療関係者ٴͼհ護サービス事業者その他の関
係者（以下この条において「医療・հ護関係者」
という。）によりߏ成される会ٞの։࠵等を通じ
て，地域におけるࡏ医療ٴͼࡏհ護の提供に
必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携
（以下「ࡏ医療・հ護連携」という。）に関する
՝のѲٴͼそのղܾにࢿする必要な施ࡦをݕ

医療・հ護関係者とڞ同して，ࡏ医療ٴͼࡏ
հ護が円滑に提供されるΈのߏஙにけた
۩体的なํࡦをا画ٴͼ立Ҋし，当該ํࡦを他の

医療・հ護関係者間の情報のڞ有を支援する事業
　（ུ）ʤࡏ医療・հ護連携に関する相談支援ʥ
医療・հ護関係者に対して，ࡏ医療・հ護連

携に必要な知識の習ಘや当該知識の上のために

ࣣ　（ུ）ʤ地域ॅ民の普ܒٴ発ʥ
ീ 他の市町村との広域的な連携にࢿする事業

৽










より作成（߸２年10月22日ް生࿑ಇলྩ第176ྩ）「法施行規則の一෦を改正するলྩݥհ護保」ྉɿࢿ
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要介護認定制度  ➡ P185

・認定調査員の要件の緩和
・更新認定の二次判定で同じ要介護度と認定された場合の有効期限の上限を延長（36ヵ月から48ヵ月に）

その他の課題

認知症を正しく理解してもらうために必要な普及啓発活動やチームオレンジと呼ばれる認知症サポータ
ーが活躍できるしくみづくりが重要です。また、通いの場を充実させることで、認知症になっても活動の
場が広がるような、介護家族にとっても負担がよりいっそう減り介護離職を防ぐような、適切な支援が
のぞまれます。

介護人材の確保は、若者をはじめ多くの人から選んでもらえるための職場づくりや仕事のやりがい、魅
力の発信・業務効率化・ICTの利活用などによって実現されます。また、高齢者人口が増えるにつれ、
給付と負担のバランスを図ることがより大切になってきます。

普及啓発
・認知症サポーターの養成、本人発信支援、
  企業等における普及啓発に努める

認知症バリアフリー
・認知症になってもできる限り住みなれた地域で
  暮らしていけるようなバリアフリーのしくみづくり

予防
・「通いの場」や身近な場での予防に資する可能性のある活動を推進
・予防に関するエビデンスの収集・分析と、国民に対するメッセージの発信
・短期的視点でなく長期的視点に立った働きかけの重要性

早期発見・早期対応（医療・介護の連携）
・かかりつけ医・地域包括支援センター・認知症初期集中支援チーム・認知症疾患医療センター等の体
制向上と連携強化
・各機関の相談窓口の周知と「通いの場」でのスクリーニング実施

介護者（家族）支援
・介護サービスの活用や認知症カフェ・家族教室や家族同士のピア活動・職場における相談機能充実など、
介護者の負担軽減を図る

介護人材の確保・介護現場の革新  

➡ P127・P144

・処遇改善
・多様な人材の参入・活躍の促進
・働きやすい職場の整備
・介護の魅力向上・発信
・外国人材の受け入れ環境整備
・介護現場の革新
・ロボット・ICTの活用支援
・文書量削減
・経営の大規模化・協働化、
  事業所間の連携による取り組みの推進

給付と負担  ➡ P171

・補足給付について、能力
に応じた負担とする観点
から精緻化  ➡P172

・高額介護サービス費につ
いて、年収約770万円以
上の人の世帯上限額を引き上げ  げ  げ ➡P176

認知症施策の総合的な推進  ➡ P116Point  Point  4 持続可能な制度の構築・介護現場の革新Point  Point  5

５ つの制度改正 Point 令和3 年 4月実施　介護保険制度改正のポイント令和3 年 4月実施　介護保険制度改正のポイント

ͦͷϙΠϯτʹ͍ͭͯɼ
ΑΓৄࡉʹ説໌͍ͯ͠る
解説ฤͷϖʔδを໌ࣔ͢
る͜ͱͰɼຊฤͷײ
తͳΞΫηεՄʹ

ਤදを๛ʹ׆༻
͢る͜ͱͰɼൣғ͘
ෳࡶͳ制度༰をɼか
Γ͘͢解説

う。）とڞ同して行うものとする。），ฒͼに医
療・հ護関係者に対してप知を行う事業

ୈ���ͷ��ͷ̔　法第115条の45第２߲第࢛߸のް
生࿑ಇলྩで定める事業は，市町村が，同߸に規定
する連携をਪਐするに当たり，ࡏ医療ٴͼհ護が
円滑に提供されるΈのߏஙを目的として行う࣍
に͛ܝる事業であって，地域支援事業（同߸に規定
する事業をআく。）その他のࡏ医療ٴͼհ護に関

とする。
地域におけるࡏ医療ٴͼհ護の提供に必要な

当該提供に携わる者その他の関係者の連携（以下

ਤ̓　ࡏҩྍ・հޢ࿈ܞਪਐࣄ業にるհޢ保ݥ法نߦࢪଇのվਖ਼ʤ

ɹ（๏ୈ���ͷ��ୈ߲̎ୈ࢛߸ͷްੜ࿑ಇলྩͰఆΊ
Δࣄ業）
ୈ���ͷ��ͷ̔
生࿑ಇলྩで定める事業は，
一
ऩू，整理ٴͼ活用を行う事業
ೋ
係者（以下この条において「医療・հ護関係者」
という。）によりߏ成される会ٞの։࠵等を通じ
て，地域におけるࡏ医療ٴͼࡏհ護の提供に
必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携

಄ͷΧϥʔϖʔδͰɼ
制度վਖ਼ͷഎܠɾ՝ɾΊ
ͷ΄かɼϙΠϯੑํ͢͟
τͱͳる̑ͭͷ߲ࣄͷ֓ཁ
をϏδϡΞϧʹऩࡌ

ͳபͱΠϯࡉৄ
σΫεʹΑΓɼ
Ίるใを୳ٻ
͘͢͠

հޢอ੍ݥ　վਖ਼のղઆ　

ྩ和３年4月版

Ҭڞੜࣾձの࣮ݱのための

定価 本ମ�,�00円ʴ税（税込3,520円）

Ｂ５判・400頁
ISBN978-4-7894-1689-4 C2032 ¥3200E

商品№160441

を有する者がհޢサービス事業者，ډにおけるҩྍをఏڙするҩྍ
機ؔその他のؔ者の࿈ܞをਪ進するものとして，地域のҩྍ・հޢ
を有する者がհޢサービス事業者，ډにおけるҩྍをఏڙするҩྍ
機ؔその他のؔ者の࿈ܞをਪ進するものとして，地域のҩྍ・հޢ

在宅医療・介護連携推進事業の見直し
հޢ保ݥ制度におけるࡏҩྍ・հޢの࿈ܞਪ進については，ࡏ
ҩྍ・հޢ࿈ܞਪ進事業として，地域支援事業のแׅ的支援事業にҐ

。ここではࢢொଜがओ体となり，۠ࢢ܊ҩࢣ
ʲ法第115条の45第２߲第࢛߸ʳ

在宅医療・介護連携推進事業の見直し
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ᶗɹαʔϏεのし͘Έʢղઆʣ
ᾇোࢱαʔϏεΛड͚Δ·Ͱ

ᶃোऀ૯߹ࢧԉ法ͷશମ૾
ᶄڅࢧϓϩηεͱࢧԉ۠ͷೝ定
ᶅܾڅࢧ定ͷ͘͠Έ

ᾈαʔϏε༰ͱࢦ定ج४
ᶃαʔϏεۀࣄॴ・ࢪઃͷࢦ定
ᶄ૬ஊࢧԉͷମܥͱܭը૬ஊࢧԉ
ᶅҬ૬ஊࢧԉ
ᶆډʹ͓͚Δੜࢧ׆ԉ
ᶇ日த׆ಈͱॅ·͍ͷͷఏڙ
ᶈ܇࿅څ
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ᾉۀࣄॴͰͷڅඅͷٻ
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ᶅ؆қೖྗγεςϜΛ༻ͨ͠ٻ
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ᶄࢉ定ߏͱαʔϏεఏ࣮ڙهථ
ᶅٻॻͱ໌ࡉॻ
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ᶘɹ୯Ґද
第 章̍　োऀ૯߹ࢧԉ法
ᾇܭը૬ஊࢧԉ
ᾈҬ૬ஊࢧԉ
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ᶎब࿑Ҡࢧߦԉ
ᶏब࿑ܧଓࢧԉ̖ܕ
ᶐब࿑ܧଓࢧԉＢܕ
ᶑब࿑定ணࢧԉ
ᶒཱࣗੜ׆ԉॿ
ᶓڞಉੜ׆ԉॿ

第2章　ࣇಐࢱ法
ᾇোࣇ૬ஊࢧԉ
ᾈোࣇ௨ॴࢧԉ

ᶃࣇಐ発ୡࢧԉ
ᶄ医ྍࣇܕಐ発ୡࢧԉ

ᶅ์՝ޙσΠαʔϏε
ᶆډ๚ࣇܕಐ発ୡࢧԉ
ᶇอҭॴ๚ࢧԉ

ᾉোࣇೖॴࢧԉ
ᶃܕࢱোࣇೖॴࢪઃ
ᶄ医ྍܕোࣇೖॴࢪઃ

ᶙɹࢦఆج४
ᾇܭը૬ஊࢧԉ
ᾈҬ૬ஊࢧԉ
ᾉোࢱαʔϏε
ᾊোࢧऀԉࢪઃ
ᾋোࣇ૬ஊࢧԉ
ᾌোࣇ௨ॴࢧԉ
ᾍোࣇೖॴࢪઃ

ᶚɹؔࠂ ɾࣔ௨知
ᾇࢉ定ج४ؔ　ᾈࢦ定ج४ؔ
ᾉ医ྍอݥ・հޢอݥͱͷௐ

ᶛɹٙٛղऍ
ᾇྩ和３年ใुվ定̦ˍ̖
ᾈ2019年ใुվ定̦ˍ̖
ᾉฏ30年ใुվ定̦ˍ̖
ᾊฏ29年ใुվ定̦ˍ̖
ᾋฏ27年ใुվ定̦ˍ̖
ᾌฏ26年੍վਖ਼̦ˍ̖
ᾍߟࢀ・৽ܕίϩφରԠ
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ը૬ஊ支援ܭ
１　計画相談支援費
イ　サービス利用支援費
⑴ 機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶗ）
⑵ 機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶘ）
⑶ 機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶙ）
⑷ 機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶚ）
ᾋ　サービス利用支援費（ᶗ）
ᾌ　サービス利用支援費（ᶘ）
ロ　継続サービス利用支援費
⑴ 機能ڧԽܧܕ続サービス利用支援費（ᶗ）
⑵ 機能ڧԽܧܕ続サービス利用支援費（ᶘ） 1,513単位
⑶ 機能ڧԽܧܕ続サービス利用支援費（ᶙ） 1,410単位
⑷ 機能ڧԽܧܕ続サービス利用支援費（ᶚ） 1,360単位
ᾋ　ܧ続サービス利用支援費（ᶗ） 1,260単位
ᾌ　ܧ続サービス利用支援費（ᶘ）
注１　サービス利用支援費は，指定特定相談支援事業者（法第üø条のøþ第１߲第１߸に規定

する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。）が，計画相談支援対障害者等（同
߲に規定する計画相談支援対障害者等をいう。注１の⑴をআき，以下同じ。）に対し
て指定サービス利用支援（同߸に規定する指定サービス利用支援をいう。以下同じ。）
を行った場合に，࣍に͛ܝる۠分に応じ，それぞれ࣍に͛ܝるํ法により，１月につき
所定୯Ґをࢉ定する。
⑴ 機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶗ）から機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶚ）ま
でについては，別にް生࿑ಇେਉが定めるج४に適合しているものとして市町村に
ಧけग़た指定特定相談支援事業所（障害者の日常生活ٴͼ社会生活を総合的に支援す
るための法律にͮجく指定計画相談支援の事業のਓһٴͼ運営に関するج४（平成
年ް生࿑ಇলྩ第ùÿ߸。以下「指定ج४」という。）第３条第１߲に規定する指定特定
相談支援事業所をいう。以下同じ。）における計画相談支援対障害者等の（同条
第２߲に規定する計画相談支援対障害者等のをいう。11において同じ。）を当該
指定特定相談支援事業所の相談支援専門һ（同条第１߲に規定する相談支援専門һを
いう。以下同じ。）のһ（લ̒月の平ۉとし，৽規に指定を受けた場合は，ਪ定
とし，以下「相談支援専門һの平ۉһ」という。）でআしてಘた（以下「औѻ݅」
という。）のû÷ະຬの෦分に相談支援専門һの平ۉһをじてಘたについてࢉ定
する。たͩし，機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶗ）から機能ڧԽܕサービス利用支
援費（ᶚ）までのいずれかの機能ڧԽܕサービス利用支援費をࢉ定している場合にお
いては，機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶗ）から機能ڧԽܕサービス利用支援費（ᶚ）
までのその他の機能ڧԽܕサービス利用支援費はࢉ定しない。
⑵ サービス利用支援費（ᶗ）については，指定特定相談支援事業所におけるऔѻ݅
のû÷ະຬの෦分に相談支援専門һの平ۉһをじてಘたについてࢉ定する。
⑶ サービス利用支援費（ᶘ）については，指定特定相談支援事業所におけるऔѻ݅
がû÷以上である場合において，当該औѻ݅からúĀをݮじたに相談支援専門һの平
。定するࢉһをじてಘたについてۉ

注２　ܧ続サービス利用支援費は，指定特定相談支援事業者が計画相談支援対障害者等に
対して指定ܧ続サービス利用支援（法第üø条のøþ第１߲第２߸に規定する指定ܧ続サー
ビス利用支援をいう。以下同じ。）を行った場合に，࣍に͛ܝる۠分に応じ，それぞれ
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ް生࿑ಇେਉが定めるج४に適合しているものとして市町村に

第四　計画相談支援報酬告示に関する事項
１　計画相談支援費の算定について
〔１・注３〕基本的な取扱いについてʤୈ࢛・̍・⑴ʥ
にたっては，計画相ஊ支援基४にఆめるҎԼの基४のいずれかをຬたさない場合ڙఆ計画相ஊ支援のఏࢦ　
には，所ఆ୯Ґをࢉఆしないものとする。
ᶃ　ࢦఆサービスར༻支援
➎　サービス等ར༻計画の࡞にたってのΞηスϝϯτにるར༻者のډ等の๚によるར༻者及び
そのՈの໘等（ୈ��ୈ߲̎ୈ̒߸）

➏　サービス等ར༻計画Ҋのར༻者ຢはそのՈのઆ໌ฒびにར༻者ຢは障害児の保ޢ者のจॻによるಉ
ҙ（ಉ߲ୈ̕߸及びୈ��߸）

➐　サービス等ར༻計画Ҋ及びサービス等ར༻計画のར༻者ຢは障害児の保ޢ者及び୲者のަ付（ಉ߲
ୈ��߸及びୈ��߸）

➑　サービス୲者会ٞの։࠵等による୲者のઆ໌及びઐ的なҙݟのௌऔ（ಉ߲ୈ��߸）
ᶄ　ࢦఆܧଓサービスར༻支援
➎　ར༻者のډ等の๚によるར༻者ຢは障害児の保ޢ者の໘等（ಉୈ߲̏ୈ̎߸）
➏　サービス等ར༻計画のมߋについてのᶃの➎から➑までに४͡たखଓの実ࢪ（ಉୈ߲̏ୈ̏߸により
४༻するಉୈ߲̎ୈ̒߸，ୈ��߸からୈ��߸まで）

ᶅ 機能ڧԽܕサービスར༻支援අ（機能ڧԽܧܕଓサービスར༻支援අ）のऔѻいについて
➎　झࢫ
機能ڧԽܕサービスར༻支援අは，支援ࠔ難έースのੵۃ的な対Ԡを行う΄か，ઐ性のߴい人ࡐを
確保し，࣭のߴいϚωδϝϯτを実ࢪしている事業所をධՁし，地域શ体のϚωδϝϯτの࣭の্に資
することを目的とするもので͋る。

֘ใुの対象となる事業所は，
ެਖ਼தཱ性を確保し，サービスఏڙओ体からも実࣭的にಠཱした事業所で͋ること
常ۈかつઐैの相ஊ支援ઐһがஔされ，どのような支援ࠔ難έースでもద切に支援できる体制が
උされており，ࢢொଜ基װ相ஊ支援ηϯλー等との࿈ܞ体制が確保されている΄か，ٞڠ会との࿈
。まれるもので͋る͘ڧ参画がܞ
本ใुについては，こうした基本的なऔѻํをेに౿まえ，支援ࠔ難έースをؚめた࣭のߴいϚω
δϝϯτを行うというझࢫに合கしたద切なӡ༻を図られるようཹҙされたい。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ͘ࢦఆ計画相ஊ支援に要するඅ༻
のֹのࢉఆにؔする基४に基づきް生࿑ಇେਉがఆめる基४（ฏ��ް生࿑ಇলࣔࠂୈ���߸。ҎԼʮް
生࿑ಇେਉがఆめる基४ʯという。）の۩体的ӡ༻ํ
ް生࿑ಇେਉがఆめる基४における֤要݅のऔѻいについては，次にఆめるとこΖによること。
Ξ 機能ڧԽܕサービスར༻支援අ（ᶗ）について
❞ ؔ⑴
一体的に理ӡ営を行うとは，次の要݅をຬたすものでなけれならないこと。また，֘ใुに

ついては，ෳの事業所がڠಇして体制の確保࣭の্にけたऔをすることとし，人һஔ要
݅ؒ࣌��の࿈བྷ体制確保要݅については，地域生活支援ڌ等をߏするෳのࢦఆಛఆ相ஊ支援
事業所શ体で人һஔ࿈བྷ体制が確保されていることをもって要݅をຬたすこととする。
̰ 。ఆをక݁していることڠ，ಇ体制を確保する事業所ؒにおいてڠ
̱ ް生࿑ಇେਉがఆめる基४ୈ̍߸Πの⑴の要݅をຬたしているかについて，ڠఆをక݁した事業
所ؒにおいてఆظ的（݄̍ճ）に確ೝが実ࢪされていること。

̲ 。していることࢪ会等を݄̎ճҎ্共ಉして実౼ݕଇ，શ৬һが参加するέース共有会ٞ，事ྫݪ
❟ ⑴の➎ؔ
ʮར༻者にؔするใຢはサービスఏڙにたってのཹҙ事߲にるୡ等を目的とした会ٞʯは，
次の要݅をຬたすものでなけれならないこと。
ٞについては，গな͘とも次のようなٞ事をؚめること。
現に๊えるॲ۰ࠔ難έースについての۩体的なॲ۰ํ
ա去にऔりѻったέースについての及びそのվળํࡦ
地域における事業者活༻できる社会資ݯのঢ়گ
保݈ҩྍ及び福祉にؔするॾ制度
Ξηスϝϯτ及びサービス等ར༻計画の࡞にؔするٕज़
ར༻者からのۤが͋った場合は，その༰及びվળํ
その他必要な事߲

ٞ事については，هを࡞し，̑ؒ保ଘしなけれならないこと。

୯Ґදɾࢦఆج४かΒ̦̖ ·Ͱɹすべてのใを͜のҰにू！
੍のશମ૾をղઆɼ୯Ґදとࢦఆج४は௨知とΈ߹わͤてࡌܝ
●ো者૯߹支援法およͼࣇಐ福祉法にもとづく，ো福祉サービス・োࣇ支援の基準，とくに報ुࢉఆ
と求にর準を͋て，実্ཱつようにฤूしました。
●ো福祉サービスఏڙ事業者・施ઃや相談支援事業者をはじめ，行୲者，報ु関係実୲者に
の一冊です。
ྩ，回の改గ版はࠓ● ݄̏̐のใुվ定に全ରԠ。֤ サービスの୯ҐはもちΖΜ，৽たͳॲ۰վળ

Ճࢉにؔ࿈する௨や，վ定༰をཧղするためのղઆも掲載しています。
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，の࿈བྷ体制を確保し࣌において୯身等で生活する障害者に，常ډ　
障害のಛ性にىҼして生͡たٸۓの事ଶ等に相ஊその他必要な支援を
行います※5。ʮ常࣌の࿈བྷ体制ʯは，ܞଳిによることもできます
が，ٸۓの事ଶにかにۦけつけられる体制がલఏです。
　サービスఏڙにたっては，ར༻者のཱ場にཱって࠙切ஸೡに行う
ことをࢫとし，サービスのఏํڙ法等について理ղしすいようにઆ
໌を行うことが؊要とされています。また必要にԠ͡て，ಉ͡障害を
有する者による支援等，ద切なख法を௨͡て行います。
˔Ҭఆண支援の対象者
　地域生活をܧଓしてい͘ための常࣌の࿈བྷ体制の確保による࣌ٸۓ
等の支援体制が必要とࠐݟまれる障害者が対象となります。
において୯身で生活する障害者ډ⑴
している障害者でも，Ո等が障害・࣬病ډにおいてՈとಉډ⑵
等のため࣌ٸۓの支援がࠐݟめないঢ়گに͋る人

　対象者には，障害者支援ࢪઃ等※6精神Պ病Ӄからୀ所・ୀӃし
た人に加えて，Ոとのಉډから一人暮らしにҠ行した人地域生活
がෆ安ఆな人などをؚΈます。
˔Ҭఆண支援のӡӦج४
⑴対象者͝とに，࣌ٸۓに必要となるՈ，サービス事業者，ҩྍ機
ؔ等の࿈བྷઌ等をࡌهした地域ఆண支援ாを࡞します。

⑵ར༻者との常࣌の࿈བྷ体制を確保するとともに，ډの๚等を
行い，ར༻者のঢ়گをѲします。

ᾉ࣌ٸۓにかにډの๚等によるঢ়گѲを実ࢪするととも
に，Ոؔ機ؔとの࿈བྷௐ，一࣌的なࡏ支援（ࢦఆ障害福
祉サービス事業者にҕୗ可）等の支援を行います。

˔Ҭఆண支援帳の࡞
　地域ఆண支援ாは，ᶃར༻者の心身のঢ়گ，ᶄそのஔかれている
において必要となる֘ར༻者のՈ等及びར༻する࣌ٸۓᶅ，ڥ
ఆ障害福祉サービス事業者等ࢦ
ᶆその他のར༻者にؔするใをࡌهしたॻ໘で ※7

かれているڥおよび日常生活શൠのঢ়گ等のධՁを௨͡て，ར༻者
のرする生活՝等のѲ（Ξηスϝϯτ）を行い，また，ٸۓ
。します࡞等にద切な対Ԡを行うために࣌
　地域ఆண支援ै事者は，常にར༻者のঢ়گのมԽにཹҙし，その
Ѳにめ，֘ாをݟし，必要にԠ͡てมߋを行います。

�　Ҭఆண支援

※5 地域定ண支援の給付ܾ定
の有ޮ期間は１年以内で，
地域生活をܧ続していくた
め緊急࣌の支援体制が必要
と見ࠐまれる場合には，１
年以内でߋ৽されます（そ
の後のߋ৽も同じ）。

※6 自ܕ同生活援助，॓ധڞ
立܇࿅のೖډ者についての
常࣌の連絡体制の整උ，緊
急࣌の支援等は，通常，事
業所のੈ話ਓ等が対応する
ため，対֎となっていま
す。

※7 地域定ண支援帳の༷式
は֤事業所が定めるもので
ࠩし支͑ありませΜ。

ɼޢɻॏ๚հ͢·͍ߦΛޢͷհࣄͰɼೖཋɼഉͤͭ·ͨ৯ډɼར༻ऀͷޢհډ˕
ॏͷࢶମෆࣗ༝ऀతোɾਫ਼ਆোͰߦಈʹஶ͍͠ࠔΛ༗͢Δਓ͕ରͰ͢ɻ

˕ಉߦԉޢɼ֮ࢹোͷͨΊҠಈʹஶ͍͠ࠔΛ༗͢ΔਓʹҠಈͷࡍͷࢧԉΛɼߦಈԉޢɼߦ
ಈ͢Δࡍʹੜ͡Δة険Λճආ͢ΔͨΊʹඞཁͳԉޢɼ֎ग़࣌ͷհޢΛ͍ߦ·͢ɻ

˕ॏোऀแׅࢧԉɼհޢͷඞཁੑ͕ͱ͘ʹ͍ߴਓʹෳͷαʔϏスΛแׅతʹ͍ߦ·͢ɻ
˕ظೖ所ɼհ͕ऀޢපؾͳͲͷ߹ɼؒظɼؚؒΊࢪઃͰհޢͳͲΛ͏ߦͷͰ͢ɻ

　ར༻者がډでཱࣗした日常生活・社会生活を営むことができるよ
うに，身体その他のঢ়گஔかれているڥにԠ͡て
৯事等のհޢ，ௐ理・ચ୕・除等のՈ事，生活等にؔする相ஊॿ
。その他の生活શൠにわたる援ॿを行います，ݴ
の対象者ޢհډ˔
　障害支援۠̍Ҏ্の障害者と，これに相する支援の度合いに
͋る障害児です。たͩし，௨Ӄ等հॿ（身体հޢをう場合）※1は，
ᶃ障害支援۠̎Ҏ্で，ᶄ障害支援۠のೝఆௐ߲ࠪ目で次のいず
れか̍つҎ্にೝఆされている人が対象です。

� հڅޢᶃɹډʹ͓͚Δੜ׆支援

ʢϗʔϜϔϧϓʣޢհډ　�

※1 医療機関の通Ӄ，ެ的
機関での手続，地域Ҡ行支
援事業所・地域定ண支援事
業所・特定相談支援事業
所・障害児相談支援事業所
の๚，障害福祉サービ
ス事業所の見学などを利用
目的としています。

歩行 「શ໘的な支援が必要」
移乗 「見कり等の支援が必要」「෦分的な支援が必要」「શ໘的な支援が必要」
移動 「見कり等の支援が必要」「෦分的な支援が必要」「શ໘的な支援が必要」
排尿 「෦分的な支援が必要」「શ໘的な支援が必要」
排便 「෦分的な支援が必要」「શ໘的な支援が必要」

従業者ˎ1 常ํࢉۈ法で2.5ਓ以上
資格要件 ①հ護福祉࢜ ②հ護福祉࢜実務者ݚममྃ者 ममྃ者ݚհ護職һॳ者ډ③ ④障害者ډ

հ護ै業者ݚૅجममྃ者　⑤ॏ度๚հ護・同行援護・行動援護ै業者ཆ成ݚममྃ者　等
サービス提供
責任者ˎ2
（管理者が兼
務可能）

（Մۈ一෦ඇ常，ۈ則常ݪ）の①～④のいずれかに該当するようにஔ࣍
①月間のサービス提供࣌間450࣌間当たり１ਓ以上　②ै業者のが10ਓ当たり１ਓ以上　③利
用者のが40ਓ当たり１ਓ以上（通Ӄ等߱հ助のΈの利用者は0.1ਓで計ࢉ）　④常ۈで３ਓ以
上ஔ，かつ，サービス提供者の業務にओとしてै事するものを１ਓ以上ஔしている場合
は，③にかかわらず利用者のが50ਓ当たり１ਓ以上

資格要件 ①հ護福祉࢜ ②հ護福祉࢜実
ཆ成ݚममྃ者　⑤ډհ護職һॳ者ݚममྃ者でհ護等の業務の実務３ݧܦ年以
保ݥの指定๚հ護事業所等のサービス提供者の要݅に該当するਓ

管理者 常ۈ専ै（支障がなけれ，事業所の他の職務や同一ෑ地内の他事業所・施ઃ等の職務にै事Մ）
հ護，ॏ度๚հ護，同行援護，行動援護の事業をซせて行う場合ډ　1ˎ
ビス提供者は合わせた事業規に応じ１以上等，③理者は݉務Մ能などの特ྫがあります。

ˎ2　հ護保ݥの指定๚հ護事業者等が，ډհ護・ॏ度๚հ護・同行援護・行動援護を同一事業所でซせて行う場合は
護等のج४をຬたすとΈなされます。このとき，サー
とされるһ以上，または②๚հ護等と指定ډհ護等のそれぞれのج४により必要とされるһ以上をஔします。なお，指定ډ
հ護等と指定๚հ護等のサービス提供者は݉務することができます。
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Ⅱ 単位数表

Ⅰ サービスと請求のしくみ

には，所ఆ୯Ґをࢉఆしないものとする。
ᶃ　ࢦఆサービスར༻支援
➎　サービス等ར༻計画の࡞にたってのΞηスϝϯτにるར༻者のډ等の๚によるར༻者及び
そのՈの໘等（ୈ��ୈ߲̎ୈ̒߸）

➏　サービス等ར༻計画Ҋのར༻者ຢはそのՈのઆ໌ฒびにར༻者ຢは障害児の保ޢ者のจॻによるಉ
ҙ（ಉ߲ୈ̕߸及びୈ��߸）

➐　サービス等ར༻計画Ҋ及びサービス等ར༻計画のར༻者ຢは障害児の保ޢ者及び୲者のަ付（ಉ߲
ୈ��߸及びୈ��߸）

にたっては，計画相ஊ支援基४にఆめるҎԼの基४のいずれかをຬたさない場合ڙఆ計画相ஊ支援のఏࢦ　
には，所ఆ୯Ґをࢉఆしないものとする。
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Ⅱ　障害者総合支援法　①障害者総合支援法
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①-第１章　総則
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˕োऀ૯߹ࢧԉ๏ɼোऀɾোݸ͕ࣇਓͱͯ͠ͷଚݫʹ;͞Θ͍͠ৗੜ׆ɾ社会ੜ׆ΛӦ
Ή͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏੍ఆ͞Ε·ͨ͠ɻ

˕Ҭ社会ͰͷڞੜΛ࣮͍ͨͯ͘͠ݱΊɼোࢱαʔϏスɼҬੜࢧ׆ԉ͕ۀࣄఏ͞ڙΕ͍ͯ·͢ɻ

　障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律）※１は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，
障害者・障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし
い日常生活・社会生活を営めるよう，必要な障害福祉サービスの給付，
地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うことにより，障害者・
障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず相互に
人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄
与することを目的としています（法１条）。
　その支援は，次のような基本理念にもとづき総合的・計画的に行わ
れます（法１条の２）。

ていおに所場な近身のそり限な能可，が児害障・者害障のてべす⑴
必要な支援を受けられることにより，社会参加の機会が確保される
こと

，れさ保確が会機の択選のていつにかるす活生と誰でこど⑵

1 障害者総合支援法の全体像

１　障害者総合支援法の目的と理念

※1 平成18年（2006年）4月
に「障害者が地域で暮らせ
る社会」を目的に施行され
た障害者自立支援法を改正
し，平成25年（2013年）4
月より施行された法律が障
害者総合支援法です。
　平成28年（2016年）に同
法の附則で規定された施行
後3年を目途とした見直し
が行われ，平成30年（2018
年）4月に施行されていま
す。

◆障害者総合支援法の実施についての責務（法２条・３条）

市町村 ⑴ 障害者等が自立した生活を営むことができるよう，生活の ， 職業安 所
その他の職業リハビリテーションを実施する機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図り
つつ，必要な自立支援給付・地域生活支援事業を総合的・計画的に行う
⑵ 障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，相談に応じ，必要な調査と指導を行い，これら
に付随する業務を行う
⑶ 意思疎通に支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用できるよう必要な便宜を供与
虐待の防止とその早期発見のために関係機関と連絡調整を行う
その他権利の擁護のために必要な援助を行う

都道府県 ⑴ 市町村が行う自立支援給付・地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう，市町村に対する必
要な助言，情報の提供その他の援助を行う
⑵ 市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支給と地域生活支援事業を総合的に行う
⑶ 障害者・障害児に関する相談と指導のうち，専門的な知識と技術を必要とするものを行う
⑷ 市町村と協力して権利の擁護のために必要な援助を行うとともに，市町村が行う援助が適正かつ円
滑に行われるよう，市町村に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国 市町村・都道府県が行う自立支援給付，地域生活支援事業等が適正かつ円滑に行われるよう，市町村・
都道府県に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国・地方
公共団体

障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉サービス，相談
支援，地域生活支援事業の提供体制の確保に努める

国民 すべての国民は，その障害の有無にかかわらず，障害者等が自立した日常生活または社会生活を営め
るような地域社会の実現に協力するよう努める
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　障害者総合支援法は，障害者・障害児（身体障害，知的障害，精神
障害，難病等）をサービス・支援の対象とします（法４条）。

（
者
害
障
⑴

）
上
以
歳

①一定の身体上の障害があり，身体障害者手帳の交付を受けている身体
障害者
②知的障害者
③統合失調症，精神作用物質による急性中毒またはその依存症，知的障害，
精神病質その他の精神疾患を有する精神障害者（発達障害※２があり発
達障害と社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受ける発
達障害者を含む）
④日常生活または社会生活を営むための支援を行うことが特に必要な難
病等の患者

児
害
障
⑵（

）
満
未
歳

①身体に障害のある児童
②知的障害のある児童
③精神に障害のある児童（発達障害があり発達障害と社会的障壁により
日常生活または社会生活に制限を受ける発達障害児を含む）
④⑴④の難病等に該当する児童

２　対象となる障害者・障害児の範囲

◆身体障害者手帳の交付対象となる身体上の障害（身体障害者福祉法・別表）

会において他の人々と共生することを妨げられないこと
よるなと壁障でえうむ営を活生て

の事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資すること

※2 発達障害者支援法では，
広汎性発達障害（自閉症，
アスペルガー症候群など），
学習障害，注意欠陥多動性
障害，言語の障害，協調運
動の障害，脳機能の障害で
あってその症状が通常低年
齢において発現するものの
うち，言語の障害，協調運
動の障害，心理的発達の障
害，行動と情緒の障害を発
達障害と定義しています。

のもるす続永，で害障覚視⑴ ①両眼の視力がそれぞれ0.1以下
②１眼の視力が0.02以下，他眼の視力が0.6以下
③両眼の視野がそれぞれ10度以内
④両眼による視野の２分の１以上が欠けている
※視力は万国式試視力表で測定（屈折異常がある場合は矯正視力について測定）

，で害障の能機衡平はたま覚聴⑵
永続するもの

①両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上
②１耳の聴力レベルが90デシベル以上，他耳の聴力レベルが50デシベル以上
③両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下
④平衡機能の著しい障害

くゃしそ，能機語言，能機声音⑶
機能の障害

①音声機能，言語機能，そしゃく機能の喪失
②音声機能，言語機能，そしゃく機能の著しい障害で，永続するもの

由自不体肢⑷ ①１上肢，１下肢または体幹の機能の著しい障害で，永続するもの
②１上肢のおや指を指骨間関節以上で欠く，またはひとさし指を含めて１上肢
の２指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠く
③１下肢をリスフラン関節以上で欠く
④両下肢のすべての指を欠く
⑤１上肢のおや指の機能の著しい障害，またはひとさし指を含めて１上肢の３
指以上の機能の著しい障害で，永続するもの
⑥上記のほか，その程度が①～⑤の障害の程度以上と認められるもの

不疫免トヒ，害障の能機の腸小，害障の能機の腸直はたまうこうぼ，害障の能機の器吸呼はたま臓んじ，臓心⑸
全ウイルスによる免疫の機能の障害，肝臓の機能の障害で，永続し，かつ，日常生活に著しい制限を受ける程
度であると認められるもの
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定価　本ମ�,000円ʴ税（税込4,400円）

Ｂ５判・760頁
ISBN978-4-7894-0611-6 C3036 ¥4000E

商品NP�160561
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認知症に係る患者さまやͦのご家族のօさまへɺͦ れͧれのステージに応じたɺ
༗ӹな情報を掲載したύンϑレットをご༻ҙしております。˙認知症�εςʔδผύンϑϨοτ

認知症にならないために
～認知症を予防する生活習慣の改善～

軽度認知障害（MCI）気づきのためのパンフレットです
˗ܰೝোとԿかをͬて͍た͖ͩɺૣظでの͖ͮؾで༧ɾਐߦ
のΒ͕ͤで͖る͜とɺ·た݈߁ɾश׳໘でのೝϦεΫをߴめる
ԉ介しɺ͝ຊਓɺ͝ࢧɻҬでड͚ΒΕるࡌܝをࡦとɺͦのର
Ոのօ͞·に͝ཧ解͍た͍ͩた͏͑でલ͖ͳͪ࣋ؾにͳͬて͍たͩ
͚るΑ͏࡞͍たし·したɻ

ఆՁɿ本体80円＋税ʢ੫ࠐ��ԁʣɹ"̐ɺ̔ 1ɺΦʔϧΧϥʔ ɹίʔυɿ������

認知症かな？ と思ったら
～認知症の症状 早めの気づきと受診～

認知症かもしれない…安心相談のためのパンフレットです
˗ೝの͍͕ٙ͋るਓの͝ՈにʮೝとԿかʯをͬて͍た͖ͩɺ
ۙͳਓのʮ͖ͮؾのϙΠϯτʯɺࣗଚ৺をই͚ͭͣにかかΓ͚ͭҩ
のઌੜのஅ༠ಋする方๏をࡌܝɻ͞Βに૬ஊ૭ޱ͝介ɻ͝Ո
ɺૣݟൃظにཱͭ情報を͝ఏڙするためのύϯϑϨοτですɻ

ఆՁɿ本体80円＋税ʢ੫ࠐ��ԁʣɹ"̐ɺ̔ 1ɺΦʔϧΧϥʔ ɹίʔυɿ������

認知症になっても
いっしょにくらしていくために

～認知症の人との接し方とくらし方～

認知症になっても自分らしく…共生のためのパンフレットです
˗ೝとஅ͞Εた方の͝Ոのためにʮೝの実ફతࣝʯをࡌܝɻೝ
のॾঢ়とɺঢ়͝とのし方を͝介して͍·すɻ·たࡏでとにΒすため
のɺҬแׅࢧԉηϯλʔを͡めとしたɺࡏ介護をαϙʔτするҬ
の૬ஊ૭ޱࡌܝして͍·すɻ͞ Βにࡏで͖͑ࢧΕͳ͘ͳͬた場߹でのબࢶ
としてɺ֤ 介護ࢪઃのಛɺೖډ݅අ༻の目҆ͳͲ͝介して͍·すɻ

ఆՁɿ本体80円＋税ʢ੫ࠐ��ԁʣɹ"̐ɺ̔ 1ɺΦʔϧΧϥʔ ɹίʔυɿ������
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かかりつけ医のための

認知症マニュアル
公益社団法人 日本医師会　編／監修：西島英利
著：阿部康二　池田学　浦上克哉　江澤和彦　瀬戸裕司　武田章敬　渡辺憲

第２版

定価　本体1,000円＋税10％（税込1,100円）／Ｂ５判・136頁／2020年３月発刊
ISBN978-4-7894-1827-0 C3047 ¥1000E／商品№160461

「認知症施策推進大綱」をはじめとした我が国の認知症施策の新しい展開に対応！
●地域のかかりつけ医が，日常診療において認知症の方と家族に対応する際に参考とすべき点をまとめた書
籍です。患者の変化に気づくことで早期対応を行うためのポイントや，認知症の診断基準，専門医への紹介
や介護・福祉サービスとの連携を行う際の具体的な手続きなどをわかりやすくまとめています。
●2025年には認知症の方は約700万人に達すると予測され，認知症になっても住み慣れた地域で暮らせる
社会の実現をめざし，国を挙げて認知症対策が進められています。地域の医師にも，認知症患者に早期から対
応することが求められています。本書は研修等を受ける前の医師がはじめに読む入門書としても最適です。
●新オレンジプランや認知症施策推進大綱，認知症高齢者の運転免許に関する道路交通法の改正など，好評
を博した前回版の内容をアップデートするとともに新たなコンテンツを追加し，最新の認知症施策に対応
したより充実したマニュアルとなっています。

マンガでわかる

75歳からの運転免許
定価　本体1,500円＋税10％（税込1,650円）／Ｂ５判・180頁／2019年9月発刊
ISBN978-4-7894-0651-2 C2032 ¥1500E／商品№160652

高齢者の運転免許と認知機能検査のすべてがわかる
●巻頭に，わかりやすいマンガを掲載し，認知症高齢者の運転と免許に関する制度や，周囲の人たちの対応に
ついての内容もさらに詳しくなった最新版です。
●「道路交通法の一部を改正する法律」による，①臨時適性検査制度，②臨時認知機能検査制度，③臨時高齢
者講習制度についても詳しく解説しています。
●高齢者の方ご本人やご家族の方々のみならず，診断書作成に携わるかかりつけ医や，関わりの深い介護保険
事業者・地域包括支援センター，市町村等の高齢者の相談窓口の方が，知っておくべき情報をわかりやすく
まとめた関係者必携の一冊です。
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